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刑
の
宣
告
と
恩
赦

審
理
陪
審
に
よ
っ
て
有
罪
評
決
を
下
さ
れ
た
被
告
人
は
裁
判
官
に
よ
っ
て
刑
を
宣
告
さ
れ
る
。
死
刑
犯
罪
で
正
式
起
訴
さ
れ
、
陪
審
が

一
部
評
決
を
認
定
す
る
こ
と
な
く
有
罪
評
決
を
認
定
し
た
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
死
刑
を
宣
告
す
る
。
し
か
し
、
裁
判
官
が
死
刑
を
宣
告

し
た
と
し
て
も
、
死
刑
が
そ
の
ま
ま
執
行
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
死
刑
の
宣
告
か
ら
死
刑
の
執
行
ま
で
の
間
に
死
刑
を
撤
回
す
る
た
め

の
プ
ロ
セ
ス
が
介
在
す
る
。
刑
の
執
行
停
止
r
e
p
r
i
e
v
e
と
恩
赦
p
a
r
d
o
n
が
刑
の
執
行
を
回
避
す
る
た
め
に
介
在
す
る
。
前
者
は
一
時
的

で
、
後
者
は
永
久
的
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
一
時
的
な
刑
の
執
行
停
止
は
恩
赦
の
可
否
を
審
議
す
る
た
め
に
と
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、

こ
の
二
つ
の
手
続
は
連
続
し
て
い
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン

W.
B
l
a
c
k
s
t
o
n
e
は
刑
の
執
行
停
止
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
こ
れ
は
裁
判
官
の
裁
量
に
も
と
づ
い
て

e
x
arbitrio judicis
判
決
の
前
で
あ
れ
、
後
で
あ
れ
な
さ
れ
う
る
。
裁
判
官
が
評
決
に
満
足

し
な
い
場
合
に
、
証
拠
が
疑
わ
し
い
場
合
に
、
正
式
起
訴
状
が
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
に
、
あ
る
い
は
そ
の
犯
罪
が
聖
職
者
の
特

権
の
範
囲
内
に
あ
る
か
疑
わ
し
い
場
合
に
、
時
に
は
そ
の
犯
罪
が
軽
微
な
重
罪
s
m
a
l
l
f
e
l
o
n
e
y
で
あ
る
場
合
に
、
あ
る
い
は
有
利
な
状

況
が
犯
罪
者
の
人
格
に
み
ら
れ
る
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
自
由
裁
量
に
よ
る
刑
の
執
行
停
止
は
、
条
件
付
も
し
く
は
無
条
件
恩
赦
を
国
王
に

申
請
す
る
余
地
を
与
え
る
た
め
に
、
未
決
囚
釈
放
裁
判
官
justice
of g
a
o
l
 
d
e
l
i
v
e
r
y
に
よ
っ
て
、
開
廷
期
が
終
了
し
た
り
、
任
命
書
が

き
れ
た
と
し
て
も
、
与
え
ら
れ
た
り
、
奪
わ
れ
た
り
す
る
。
こ
れ
は
厳
正
な
権
利
と
い
う
よ
り
も
、
社
会
的
慣
行
c
o
m
m
o
n
u
s
a
g
e
に

(
l
)
 

よ
っ
て
で
あ
る
。
」

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
が
示
す
よ
う
に
、
裁
判
官
に
よ
る
刑
の
執
行
停
止
は
、
正
式
起
訴
状
の
誤
り
と
い
う
法
律
問
題
を
除
け
ば
、
有
罪

評
決
に
お
け
る
陪
審
の
事
実
認
定
に
か
か
わ
る
。
陪
審
に
よ
る
証
拠
に
反
す
る
有
罪
評
決
、
陪
審
に
よ
る
法
律
の
事
実
へ
の
適
用
の
誤
り
、

被
告
人
に
有
利
な
人
格
証
拠
を
無
視
し
た
陪
審
評
決
な
ど
を
是
正
す
る
た
め
に
、
裁
判
官
は
、
刑
の
執
行
停
止
を
命
じ
た
。
刑
の
執
行
停

4
 

ニ
四
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一七三0年代のオールド・ベイリ田（栗原）

二
五

止
後
に
続
く
恩
赦
の
申
請
で
条
件
付
も
し
く
は
無
条
件
恩
赦
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
被
告
人
は
刑
を
軽
減
さ
れ
た
り
、
刑
を
免
れ
る
こ
と
に

な
る
。
刑
の
執
行
停
止
か
ら
恩
赦
に
至
る
手
続
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
に
は
陪
審
の
有
罪
評
決
を
是
正
す
る
上
訴
審
の
裁
判
官
と
し
て
の
役

恩
赦
は
国
王
に
の
み
認
め
ら
れ
た
慈
悲
の
特
権
で
あ
る
。
法
律
は
罪
を
犯
し
た
こ
と
へ
の
同
情
に
も
と
づ
い
て
構
成
さ
れ
な
い
が
、
正

義
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
で
は
慈
悲
を
も
っ
て
執
行
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

い
か
な
る
人
も
、
反
逆
罪
も
し
く
は
重
罪
に
恩
赦
を
与
え

た
り
、
そ
れ
ら
を
軽
減
し
た
り
す
る
権
限
を
有
さ
な
い
が
、
国
王
だ
け
が
そ
れ
に
つ
い
て
の
完
全
な
る
唯
一
の
権
限
を
有
す
る
。
こ
の
権

(
2
)
 

限
は
こ
の
王
国
の
王
冠
に
合
体
さ
れ
、
結
合
さ
れ
て
い
る
。
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
と
し
て
も
、
国
王
に
よ
る
恩
赦
が
得
ら
れ
れ
ば
処
刑
を

免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
実
際
に
処
刑
さ
れ
た
人
は
限
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
八
但
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
恩
赦

と
処
刑
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
恩
赦
の
手
続
と
一
八
世
紀
の
刑
事
司
法
に
お
け
る
恩
赦
の
意
義
を
検
討
す
る
。

五
つ
の
表
は
名
誉
革
命
以
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
処
刑
と
恩
赦
の
歴
史
的
統
計
資
料
で
あ
る
。
表
（
は
一
八
世
紀
前
半
の
オ
ー

ル
ド
・
ベ
イ
リ
に
お
け
る
ロ
ン
ド
ン
の
事
件
の
処
刑
率
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
死
刑
宣
告
を
受
け
た
人
達
の
う
ち
で
実
際
に
処
刑
さ
れ

た
の
は
三
六
・
六
％
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
死
刑
宣
告
を
受
け
た
人
達
の
う
ち
で
六
三
•
四
％
（
四
八
九
人
）
が
恩
赦
に
よ
っ
て
死
刑

を
免
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
表
②
は
一
六
六
0

|
―
八
0

0
年
の
サ
リ
・
ア
サ
イ
ズ
に
お
け
る
死
刑
犯
罪
の
処
刑
と
恩
赦
の
歴
史
的

統
計
で
あ
る
。
ビ
ー
テ
ィ
は
、
こ
の
表
が
資
料
的
に
も
確
定
的
な
九
六
年
間
で
作
成
さ
れ
た
の
で
不
完
全
な
部
分
が
残
る
こ
と
を
認
め
つ

つ
、
こ
の
時
期
の
犯
罪
統
計
と
し
て
正
確
な
比
率
を
示
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
死
刑
宣
告
数
、
処
刑
数
、
恩
赦
数
の
こ
の
期
間
の
実
際

の
数
字
は
こ
の
表
を
は
る
か
に
上
回
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
表
②
か
ら
次
の
二
点
を
確
認
で
き
れ
ば
よ
い
。
第
一
は
処
刑
率
と
恩

赦
率
に
関
し
て
で
あ
る
。
サ
リ
で
は
処
刑
率
が
四
0
•

五
％
で
、
恩
赦
率
は
五
九
・
五
％
で
あ
る
。
こ
の
比
率
は
表
（
の
一
八
匪
紀
前
半

一
八
一
九
年
の
刑
事
法
特
別
委
員
会
報
告
の
付
表
に
収
録
さ
れ
た
一
八

の
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
の
そ
れ
と
大
き
く
違
わ
な
い
。
し
か
し
、

割
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
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表(1) オールド・ベイリにおける処刑率（ロンドンのみ） 1699-1749 

年 死刑宣告数 処刑数 処刑率（％）

1699 1709 125 40 32.0 

1709 1719 266 77 28.9 

1719 1729 171 85 49. 7 

1729 1739 105 38 36.1 

1739 1749 104 42 40.4 

計 771 282 36.6 

原資料には計算上の誤りと思われる部分があるので，それを修正した。オールド・

ベイリでは12月に第 1開廷期が始まる。従って，表の1699-1709は1699年12月の第一

開廷期から始まり， 1709年10月の第八開廷期までの統計を示している。

Report from the Select Committee on Criminal Law relating to Capital Punishments 

in Felonies, British Parliamentary Papers, vol. VIII, app. 4, 1819, pp. 146-150. 

表(2) サリにおける国王の恩赦と死刑 1660-1800

犯罪 死刑宣告数 恩赦数 処刑数 恩赦率（％） 処刑率（％）

財産犯罪 1,139 703 436 61. 7 38.3 

文書偽造と詐欺 8 3 5 37.5 62.5 

貨幣偽造 31 18 13 58.1 41. 9 

謀 巫木又 55 13 42 23.6 76.4 

新生児謀殺 ， 5 4 55.6 44.4 

レ イ プ 5 3 2 60.0 40.0 

反自然的性交 4 

゜
4 

゜
100.0 

ブラック法による犯罪 5 1 4 20.0 80.0 

騒擾法による犯罪 5 3 2 60.0 40.0 

放 火 1 

゜
1 

゜
100.0 

流刑地からの帰還 17 12 5 70.6 29.4 

計 1,279 761 518 59.5 40.5 

J. M. Beattie, Crime and Courts in England 1660-1800, p. 433. 
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一七三0年代のオールド・ベイリ伍）（栗原）

表(3) 財産犯罪における恩赦率 1660-1800

犯罪 死刑宣告数 恩赦数 処刑数 恩赦率（％）

強 盗 463 250 213 54.0 

夜 盗 253 135 118 53.4 

不法目的家宅侵入 55 32 23 58.2 

家宅からの窃盗 63 54 ， 85. 7 

店舗からの窃盗 27 22 5 81. 5 

倉庫からの窃盗 4 1 3 25.0 

船舶からの窃盗 8 8 

゜
100.0 

工場からの窃盗 2 

゜
2 

゜す り 22 14 8 63.6 

羊 の窃 盗 40 34 6 85.0 

家畜の窃盗 4 4 

゜
100.0 

馬 の窃 盗 178 132 46 74.2 

単純窃 盗 18 15 3 83.3 

計 1,137 701 436 61. 65 

Ibid., p. 435. 

二
七

犯
罪
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
名
誉
革
命
以
後
に
財

産
犯
罪
で
非
常
に
多
く
の
死
刑
犯
罪
が
新
た
に
創
設
さ
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
表
①
は
個
々
の
財
産
犯
罪
の
処
刑
率
と
恩
赦
率
を

示
し
て
い
る
。
財
産
犯
罪
全
体
の
恩
赦
率
は
六
0
％
を
越
え
る

の
第
二
は
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
犯
罪
に
関
し
て
で
あ
る
。
財
産

司
法
の
通
常
の
手
続
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

は
恩
赦
率
は
七
五
％
に
達
し
て
お
り
、

(
5
)
 

0
％
近
く
ま
で
恩
赦
率
は
上
昇
し
た
。

恩
赦
そ
の
も
の
が
刑
事

一
九
世
紀
に
入
る
と
九

こ
と
で
あ
る
。
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
で
も
、

一
七
九
0
年
代
に

イ
ズ
の
方
が
処
刑
率
が
低
く
、
恩
赦
率
が
高
い
と
推
測
さ
れ
る

で
あ
り
、
さ
ら
に
、
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
よ
り
も
地
方
の
ア
サ

上
が
恩
赦
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
、
死
刑
の
執
行
を
免
れ
た
こ
と

宣
告
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
六
0
％
以

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
統
計
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
死
刑
が

試
算
さ
れ
た
表
②
よ
り
も
処
刑
率
は
低
く
、
高
い
恩
赦
率
を
示

世
紀
後
半
の
ロ
ン
ド
ン
近
隣
諸
州
巡
回
区

H
o
m
e
C
i
r
c
u
i
t
 (
]
 

七
五
五
ー
一
七
八
四
年
）

で
は
、
処
刑
率
は
二
七
•
四
％
で
、

(
4
)
 

恩
赦
率
は
七
ニ
・
六
％
と
な
っ
て
お
り
、
ビ
ー
テ
ィ
に
よ
っ
て

22-3•4-237 (香法 2003)



用
を
問
わ
ず
全
て
の
犯
罪
に
拡
大
さ
れ
、

(10) 

確
認
し
た
。

て
導
入
さ
れ
た
の
は
一
六
五
五
年
か
ら
で
あ
っ
た
。

一
六
五
六
年
に
六
人
、

一
六
五
八
年
に
は
一
―
一
人
が
条
件

あ
っ
た
。

が
、
名
誉
革
命
以
前
に
聖
職
者
の
特
権
が
適
用
さ
れ
な
い
死
刑
犯
罪
と
さ
れ
た
三
つ
の
犯
罪
（
強
盗
、
夜
盗
、
不
法
目
的
家
宅
侵
人
）
と
、

そ
れ
以
外
の
名
誉
革
命
以
後
に
創
設
さ
れ
た
死
刑
犯
罪
と
で
処
刑
率
と
恩
赦
率
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。
前
者
の
方
が
処
刑
率
が
高
く
、
恩

赦
率
が
低
い
。
前
者
よ
り
も
後
者
の
恩
赦
率
が
高
い
の
は
、
裁
判
官
が
後
者
の
犯
罪
で
よ
り
多
く
の
恩
赦
を
勧
告
し
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ

れ
る
最
後
の
機
会
で
あ
っ
た
。

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
名
誉
革
命
以
後
に
制
定
さ
れ
た
死
刑
制
定
法
に
対
し
て
、
裁
判
官
の
側
も
そ
れ
の
適
用
と
執
行
に
限
定
的
に
対
応

し
た
。
審
理
陪
審
に
よ
っ
て
一
部
評
決
や
評
価
額
の
引
き
下
げ
が
認
定
さ
れ
ず
死
刑
宜
告
を
受
け
た
人
達
に
と
っ
て
、
恩
赦
は
死
刑
を
免

一
部
評
決
や
評
価
額
の
引
き
下
げ
が
事
件
の
性
質
上
不
可
能
な
羊
の
窃
盗
や
家
畜
の
窃
盗
は
特
に
そ
う
で

恩
赦
に
は
二
種
類
あ
る
。
死
刑
そ
の
も
の
が
取
消
さ
れ
無
罪
放
免
と
な
る
無
条
件
恩
赦
と
、
死
刑
よ
り
も
軽
い
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
を

条
件
に
与
え
ら
れ
る
条
件
付
恩
赦
で
あ
る
。
恩
赦
に
は
古
く
か
ら
の
歴
史
が
あ
る
。
国
王
が
全
て
の
殺
人
に
対
し
て
排
他
的
裁
判
権
を
確

立
し
た
一
―
一
世
紀
初
期
に
は
、
自
己
防
御
、
事
故
、
精
神
異
常
に
よ
っ
て
生
じ
た
免
責
さ
れ
る
殺
人
e
x
c
u
s
a
b
l
e
h
o
m
i
c
i
d
e
が
国
王
に

よ
っ
て
恩
赦
を
与
え
ら
れ
る
殺
人
と
し
て
す
で
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
免
責
さ
れ
る
殺
人
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
当
然
の
恩
赦

p
a
r
d
o
n
s
 o
f
 
course~ 

~
 バ
に
ふ
3

、
因
心
痺
呻
に
よ
る
恩
赦
p
a
r
d
o
n
s
o
f
 g
r
a
c
e
が
全
て
の
重
罪
の
意
思
の
あ
る
殺
人
f
e
l
o
n
i
o
u
s
s
l
a
y
i
n
g
s
に

―
二
九
四
年
以
後
、
恩
寵
に
よ
る
恩
赦
は
軍
役
を
条
件
に
し
て
以
前
よ
り
も
発
せ
ら
れ
る

対
し
て
国
王
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
。
特
に
、

(
8
)
 

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
流
刑
を
条
件
と
す
る
条
件
付
恩
赦
は
一
七
世
紀
に
始
ま
る
。
ミ
ド
ル
セ
ク
ス
で
は
流
刑
が
条
件
付
恩
赦
に
よ
っ

一
六
五
五
年
に
―
一
人
、

付
恩
赦
に
よ
っ
て
死
刑
か
ら
流
刑
に
変
え
ら
れ
た
と
い
う
。
王
政
復
古
以
後
、
条
件
付
恩
赦
に
よ
る
流
刑
は
聖
職
者
の
特
権
の
適
用
不
適

一
六
七
九
年
の
人
身
保
護
法
H
a
b
e
a
s

C
o
r
p
u
s
 
A
c
t
が
流
刑
を
重
罪
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て

一
七
一
八
年
の
流
刑
法
は
、
聖
職
者
の
特
権
の
適
用
犯
罪
で
七
年
間
の
ア
メ
リ
カ
植
民
地
へ
の
流
刑
を
定
め
る
一
方
で
、
特

ニ
八
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表(4) 財産犯罪における死刑， ロンドン市 1690-1713

死刑宣告数 恩赦数 不 明 処刑数

男 性 73 37 2 34 

女性 61 45(1) 3 13 

計 134 82 5 47 

(1) 少なくとも， 7人は妊娠を理由に刑の執行停止とされていた。

Do, Policing and Punishment in London 1660-1750, p. 357. 

表(5) オールド・ベイリにおけるロンドン市の事件で認められた恩赦の条件 1690-1713

全恩赦数 無条件恩赦 流刑 軍事奉仕 矯正院への拘留

男 43 6 25 10 2 

女 48 13 25 

゜
10 

計 91 19 50 10 12 

Ibid .. p. 368. 

し
二
j

権
不
適
用
犯
罪
で
有
罪
評
決
を
認
定
さ
れ
た
人
達
に
対
し
て
、
条
件
付
恩
赦
に

よ
っ
て
一
四
年
間
も
し
く
は
恩
赦
令
状
に
明
示
さ
れ
た
期
間
の
流
刑
を
定
め

た
。
特
権
不
適
用
犯
罪
で
有
罪
評
決
を
受
け
た
人
達
は
、
裁
判
官
に
よ
る
死
刑

宣
告
の
前
後
に
裁
判
官
に
よ
っ
て
刑
の
執
行
停
止
が
出
さ
れ
れ
ば
、
流
刑
を
承

認
す
る
と
い
う
条
件
で
条
件
付
恩
赦
が
申
請
さ
れ
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
れ
ば
条

件
付
恩
赦
に
よ
っ
て
死
刑
か
ら
流
刑
に
減
刑
さ
れ
た
。

表
（
は
一
六
九
0
ー
一
七
二
二
年
の
ロ
ン
ド
ン
市
の
財
産
犯
罪
に
お
け
る
恩

赦
率
と
処
刑
率
を
男
女
に
分
け
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
固
は
同
じ
時
期
の

ロ
ン
ド
ン
市
で
恩
赦
を
認
め
ら
れ
た
人
達
が
ど
の
よ
う
な
恩
赦
を
認
め
ら
れ
た

の
か
を
男
女
に
分
け
て
示
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
表
で
恩
赦
を
認
め
ら
れ
た

人
数
が
少
し
異
な
る
の
は
、
表
①
に
は
財
産
犯
罪
以
外
の
死
刑
犯
罪
で
恩
赦
を

認
め
ら
れ
た
人
達
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
表
い
が
示
す
よ
う
に
、
財
産

犯
罪
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
恩
赦
率
は
六
0
％
を
越
え
る
。
表
固
が
示
す
よ
う

に
、
恩
赦
を
認
め
ら
れ
た
人
達
の
う
ち
で
、
刑
が
取
消
さ
れ
無
罪
放
免
と
な
る

無
条
件
恩
赦
は
恩
赦
全
体
の
二

0
％
ほ
ど
を
占
め
る
に
す
ぎ
ず
、
残
り
は
流

刑
、
軍
役
、
矯
正
院
へ
の
拘
留
な
ど
の
条
件
付
恩
赦
で
あ
っ
た
。
表
①
を
み
る

限
り
、
恩
赦
の
多
様
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、

一
七
一
八
年
の
流
刑
法
の

制
定
に
よ
っ
て
、
流
刑
を
条
件
と
す
る
条
件
付
恩
赦
が
恩
赦
の
大
部
分
を
占
め

22-3・4-239 (香法 2003)



る
よ
う
に
な
っ
た
。
流
刑
期
間
ま
で
詳
細
に
分
析
し
た
一
八
世
紀
後
半
の
恩
赦
の
統
計
に
よ
れ
ば
、

刑
犯
罪
で
有
罪
評
決
を
認
定
さ
れ
た
人
達
に
与
え
ら
れ
た
五
六
六
通
の
恩
赦
令
状
w
a
r
r
a
n
t
s
for p
a
r
d
o
n
s
の
う
ち
で
、
無
条
件
恩
赦

は
四
四
通
（
七
・
八
％
）
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
は
全
て
条
件
付
恩
赦
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
四
一
五
通
（
七
三
・
三
％
）
が
一
四
年

(12) 

間
の
流
刑
を
条
件
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
六
一
通
(
1
0
・
八
％
）
が
生
涯
間
の
流
刑
を
条
件
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

恩
赦
そ
の
も
の
は
国
王
に
の
み
認
め
ら
れ
た
慈
悲
特
権
で
あ
る
が
、
国
王
個
人
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
恩
赦
の
手
続
に

お
け
る
裁
判
官
の
役
割
に
注
目
す
れ
ば
、
恩
赦
は
上
訴
審
と
し
て
の
機
能
に
よ
っ
て
一
八
世
紀
の
刑
事
司
法
の
不
可
欠
な
制
度
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
。
死
刑
犯
罪
で
有
罪
評
決
を
受
け
た
人
達
の
う
ち
で
ほ
ぽ
六
0
％
が
恩
赦
を
認
め
ら
れ
た
。
恩
赦
に
よ
っ
て
大
部
分
が
死

刑
か
ら
流
刑
に
減
刑
さ
れ
、
多
く
は
な
い
が
刑
を
取
消
さ
れ
無
罪
放
免
さ
れ
た
も
の
も
い
る
。
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
恩
赦
が
認
め

ら
れ
た
の
か
は
恩
赦
手
続
の
な
か
で
詳
し
く
検
討
す
る
。

表
田
固
は
恩
赦
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
も
恩
赦
に
よ
っ
て
死
刑
を
免
れ
る
比
率
が
高
い
こ
と

で
あ
る
。
男
女
の
違
い
が
恩
赦
を
決
定
す
る
唯
一
の
理
由
で
は
な
い
が
、
男
性
よ
り
も
女
性
の
方
が
恩
赦
を
受
け
や
す
い
こ
と
は
こ
の
表

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
女
性
だ
け
に
認
め
ら
れ
た
刑
の
執
行
停
止
の
手
続
が
関
係
す
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
は
女
性
だ
け
に
認

め
ら
れ
た
刑
の
執
行
停
止
の
手
続
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
刑
の
執
行
停
止
は
法
律
の
必
要
に
も
と
づ
い
て

e
x
n
e
c
e
s
s
i
t
a
t
e
 
legis
も
あ
り
う
る
。
女
性
が
死
刑
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
、
妊
娠
を

申
し
立
て
た
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
判
決
を
止
め
る
理
由
で
は
な
い
が
、
女
性
が
出
産
す
る
ま
で
刑
の
執
行
を
猶
予
す
る
。
こ
れ
は
子
供

の
幸
福
の
た
め
に
自
然
の
法
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
慈
悲
で
あ
る
。
こ
の
申
し
立
て
が
刑
の
執
行
の
中
断
と
し
て
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、

裁
判
官
は
そ
の
事
実
を
調
査
す
る
―
二
人
の
既
婚
婦
人
達
m
a
t
r
o
n
s
も
し
く
は
思
慮
深
い
女
性
達
の
陪
審
を
指
示
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

彼
女
達
が
妊
娠
し
て
胎
動
を
感
じ
る

q
u
i
c
k
w
i
t
h
 child
と
い
う
評
決
を
も
た
ら
す
な
ら
ば
、
刑
の
執
行
は
次
の
開
廷
期
ま
で
通
常
は
停

一
七
六
―
ー
一
七
六
五
年
の
間
に
死

三
〇
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一
八
世
紀
後
半
に
は

止
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
女
が
出
産
す
る
か
、
自
然
の
成
り
行
き
に
よ
っ
て
全
く
妊
娠
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
ま
で
、
開

(13) 

廷
期
の
た
び
に
停
止
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
女
性
が
妊
娠
を
申
し
立
て
た
と
き
、
裁
判
官
は
刑
の
執
行
停
止
を
命
じ
る
。

か
ら
な
る
受
胎
審
査
陪
審
j
u
r
y

of 
m
a
t
r
o
n
s
が
妊
娠
の
有
無
を
調
べ
る
た
め
に
召
喚
さ
れ
る
。
こ
の
陪
審
は
既
婚
婦
人
も
し
く
は
寡
婦

(14) 

と
い
う
特
別
な
資
格
で
選
ば
れ
る
の
で
特
別
陪
審

special
j
u
r
y
の
一
種
で
あ
っ
た
。
受
胎
審
木
且
陪
審
は
死
刑
宣
告
後
に
申
し
立
て
を
受

け
て
、
シ
ェ
リ
フ
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
。
普
通
陪
審
の
よ
う
な
陪
審
員
候
補
者
名
簿
が
準
備
さ
れ
な
い
の
で
、
シ
ェ
リ
フ
は
法
廷
の
傍

聴
者
や
見
学
者
の
な
か
か
ら
資
格
者
を
申
告
さ
せ
、
そ
の
場
で
陪
審
員
を
選
ぶ
の
が
現
実
で
あ
っ
た
。
受
胎
審
査
陪
審
は
自
分
達
の
経
験

に
も
と
づ
き
被
告
人
の
身
体
を
審
査
し
、
妊
娠
の
有
無
を
認
定
し
た
。

(16) 

刑
事
事
件
で
受
胎
審
査
陪
審
の
利
用
が
裁
判
記
録
で
確
認
で
き
る
の
は
一
三
八
七
年
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
受
胎
審
査
陪
審
は
申
し

立
て
が
あ
れ
ば
開
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
や
ア
サ
イ
ズ
で
は
開
廷
期
ご
と
に
定
期
的
に
開
か
れ
た
。
表
い
の
欄
外
に

は
、
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
の
ロ
ン
ド
ン
の
事
件
だ
け
で
あ
る
が
、
恩
赦
を
受
け
た
四
五
人
の
女
性
の
う
ち
の
七
人
が
妊
娠
を
理
由
に
刑
の

執
行
停
止
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、

一
七
一
五
ー
一
七
二

0
年
の
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
で
は
、
死
刑
宣
告
を
受

け
た
―
ニ
一
人
の
女
性
の
う
ち
で
九
三
人
が
妊
娠
を
申
し
立
て
、
九
三
人
の
う
ち
の
五
九
人
（
六
三
・
四
％
）
が
受
胎
審
壺
陪
審
に
よ
っ

(17) 

て
「
妊
娠
し
て
胎
動
を
感
じ
る
」
と
い
う
評
決
を
認
定
さ
れ
た
。
オ
ー
ル
ダ
ム

C.J
.
 

O
l
d
h
a
m
の
統
計
資
料
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
を
ピ
ー

ク
に
し
て
、
妊
娠
の
申
し
立
て
と
陪
審
に
よ
る
妊
娠
の
認
定
は
量
的
に
も
比
率
的
に
も
下
降
す
る
。

一
七
三
0
年
代
に
は
二
二
人
し
か
妊

(18) 

娠
の
申
し
立
て
を
し
て
お
ら
ず
、
受
胎
審
査
陪
審
は
そ
の
う
ち
の
八
人
だ
け
に
妊
娠
の
認
定
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

(19) 

受
胎
審
査
陪
審
は
ま
れ
に
し
か
召
集
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

妊
娠
の
申
し
立
て
に
よ
っ
て
刑
の
執
行
が
停
止
さ
れ
、
受
胎
審
査
陪
審
に
よ
っ
て
妊
娠
が
認
定
さ
れ
れ
ば
出
産
後
ま
で
処
刑
は
延
期
さ

―
―
一
人
の
既
婚
婦
人
も
し
く
は
寡
婦
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定
過
程
に
直
接
的
に
関
与
し
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

三

れ
る
。
こ
の
手
続
は
法
律
上
は
処
刑
を
一
定
期
間
猶
予
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
は
刑
の
執
行
停
止
に
よ
っ
て
、
被
告
人
が
条

件
付
も
し
く
は
無
条
件
恩
赦
を
与
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
考
慮
す
る
た
め
の
時
間
が
与
え
ら
れ
、
妊
娠
を
理
由
に
刑
の
執
行
を
停
止
さ
れ

(20) 

た
女
性
の
大
部
分
が
釈
放
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
手
続
は
女
性
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
恩
赦
手
続
と
し
て
機
能
し
た
。
女
性
達
が
拘
留
さ
れ

た
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
が
女
性
達
の
妊
娠
の
申
し
立
て
に
協
力
し
た
こ
と
は
紛
れ
の
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。

(22) 

恩
赦
の
手
続
は
通
常
は
裁
判
官
に
よ
る
刑
の
執
行
停
止
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
。

事
件
と
地
方
の
ア
サ
イ
ズ
の
そ
れ
と
で
若
干
の
違
い
が
あ
る
。
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
で
は
、
各
開
廷
期
の
終
了
後
に
死
刑
宣
告
を
受
け
た

人
達
の
リ
ス
ト
が
ロ
ン
ド
ン
市
裁
判
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
市
裁
判
官
は
そ
の
リ
ス
ト
と
と
も
に
彼
ら
の
犯
罪
に
つ
い
て
の
簡
単
な

(23) 

ノ
ー
ト
を
内
閣
評
議
会
c
a
b
i
n
e
t
c
o
u
n
c
i
l
に
提
出
す
る
。
市
裁
判
官
は
内
閣
評
議
会
に
出
席
し
、
そ
れ
ら
の
事
件
を
報
告
す
る
。
恩
赦

を
受
け
る
に
値
す
る
事
情
が
あ
れ
ば
、
市
裁
判
官
に
よ
っ
て
そ
れ
が
報
告
さ
れ
る
。
死
刑
宣
告
を
受
け
た
人
達
の
近
親
者
や
友
人
か
ら
恩

(24) 

赦
を
嘆
願
す
る
請
願
が
送
ら
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
も
即
読
さ
れ
た
。
市
裁
判
官
の
報
告
を
受
け
て
、
国
務
大
臣
s
e
c
r
e
t
a
r
y
o
f
 
s
t
a
t
e
が
死

刑
宜
告
を
受
け
た
人
達
が
処
刑
さ
れ
る
べ
き
か
、
恩
赦
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
か
、
条
件
付
で
別
の
刑
罰
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
か
を
決
定
し

た
。
し
か
し
、
国
務
大
臣
の
決
定
は
市
裁
判
官
の
説
明
に
依
存
し
て
お
り
、
内
閣
評
議
会
は
市
裁
判
官
の
勧
告
に
ラ
バ
ー
・
ス
タ
ン
プ
を

(25) 

押
す
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。
戦
時
と
平
和
時
の
処
刑
率
の
違
い
も
こ
こ
で
最
終
的
に
調
整
さ
れ
た
。
恩
赦
そ
の
も
の
は
国
王
の
特
権
な

の
で
、
内
閣
評
議
会
に
よ
る
恩
赦
の
決
定
は
国
王
の
名
前
で
発
せ
ら
れ
る
が
、
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
の
事
件
で
は
市
裁
判
官
が
恩
赦
の
決

地
方
の
ア
サ
イ
ズ
で
は
、
死
刑
宣
告
を
受
け
た
人
達
は
開
廷
期
終
了
後
に
処
刑
さ
れ
る
の
で
、
恩
赦
を
得
る
た
め
に
は
裁
判
官
に
よ
る

刑
の
執
行
停
止
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
裁
判
官
は
陪
審
の
有
罪
評
決
を
受
け
て
恩
赦
を
考
慮
す
る
べ
き
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
被
告
人
に

対
し
て
、
刑
の
宣
告
前
で
あ
れ
後
で
あ
れ
、
刑
の
執
行
停
止
を
命
じ
た
。
刑
の
執
行
停
止
後
、
裁
判
官
は
恩
赦
を
勧
め
る
理
由
を
記
し
た

一
八
世
紀
の
恩
赦
の
手
続
は
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
の
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巡
回
裁
判
報
告
書
circuit
letter
を
恩
赦
を
審
議
す
る
内
閣
評
議
会
に
提
出
し
た
。
さ
ら
に
、
恩
赦
を
嘆
願
す
る
請
願
が
近
親
者
や
地

(26) 

域
住
民
か
ら
出
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
ら
も
内
閣
評
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
裁
判
官
自
身
が
恩
赦
の
請
願
を
勧
め
た
こ
と
も
あ
る
。

地
方
の
ア
サ
イ
ズ
で
は
、
事
件
を
担
当
し
た
裁
判
官
自
身
が
ロ
ン
ド
ン
市
裁
判
官
の
よ
う
に
内
閣
評
議
会
に
出
席
し
て
恩
赦
の
決
定
過

程
に
直
接
的
に
関
与
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
内
閣
評
議
会
は
巡
回
裁
判
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
裁
判
官
に
よ
る
恩
赦
の
勧
告
と
恩
赦
の
請

願
を
も
と
に
恩
赦
を
決
定
し
た
。
恩
赦
の
決
定
は
刑
の
執
行
停
止
を
命
じ
た
裁
判
官
に
知
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
次
回
の
巡
回
裁
判
で
別

(27) 

の
裁
判
官
に
よ
っ
て
告
げ
ら
れ
る
の
が
一
八
世
紀
の
慣
行
で
あ
っ
た
。
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
の
事
件
で
は
、
開
廷
期
が
終
了
し
た
数
日
後

に
恩
赦
の
可
否
が
内
閣
評
議
会
で
審
議
さ
れ
、
そ
の
決
定
が
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
に
知
ら
さ
れ
る
の
で
、
恩
赦
は
迅
速
に
実
行
さ
れ
る
。

し
か
し
、
年
二
回
、
北
部
巡
回
区
で
は
年
一
回
し
か
開
か
れ
な
い
ア
サ
イ
ズ
で
は
、
被
告
人
は
刑
の
執
行
停
止
か
ら
恩
赦
の
宣
告
ま
で
監

獄
に
長
期
間
拘
留
さ
れ
た
。
長
期
間
の
拘
留
の
た
め
に
死
亡
し
た
り
す
れ
ば
、
恩
赦
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
恩
赦
そ
の
も

の
の
意
義
が
失
わ
れ
る
。
一
七
六
八
年
の
法
律

(
8

G
e
o
.
 3
,
 
c. 1
5
)

は
、
恩
赦
を
申
請
し
た
裁
判
官
が
国
王
に
よ
っ
て
恩
赦
が
承
認
さ
れ

(28) 

る
や
、
流
刑
地
へ
の
被
告
人
の
移
送
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
恩
赦
の
手
続
を
改
め
た
。

恩
赦
の
理
由
は
、
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
の
場
合
に
は
内
閣
評
議
会
に
出
席
し
た
ロ
ン
ド
ン
市
裁
判
官
の
報
告
、

ア
サ
イ
ズ
の
場
合
に
は

裁
判
官
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
巡
回
裁
判
報
告
書
、
さ
ら
に
関
係
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
恩
赦
の
請
願
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
閣
評

議
会
に
お
け
る
市
裁
判
官
の
報
告
は
口
頭
で
な
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
直
接
に
確
認
で
き
る
資
料
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
巡
回
裁
判

報
告
書
や
恩
赦
の
請
顧
は
政
府
関
係
文
書
s
t
a
t
e
p
a
p
e
r
と
し
て
保
存
さ
れ
て
お
り
、
特
に
、

ま
と
め
て
整
理
さ
れ
て
保
存
さ
れ
た
。
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
の
事
件
に
つ
い
て
の
内
閣
評
議
会
に
お
け
る
市
裁
判
官
の
報
告
を
直
接
知
る

一
八
世
紀
初
期
の
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
の
裁
判
記
録
（
一
七

0
四
年
―
二
月
）

の
欄
外
に
市
裁
判

官
の
報
告
を
受
け
て
国
務
大
臣
に
よ
っ
て
記
載
さ
れ
た
恩
赦
の
決
定
と
そ
の
理
由
の
短
い
書
き
込
み
、
さ
ら
に
、
関
係
者
か
ら
提
出
さ
れ

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ビ
ー
テ
ィ
は
、

>

一
八
世
紀
後
半
以
後
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
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こ
と
に
よ
っ
て
、
恩
赦
の
決
定
過
程
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
主
導
性
を
強
調
し
た
。

ヘ
イ
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
主
導
説
は
キ
ン
グ
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

し
か
し
、

ヘ
イ
は
、
恩
赦
を
地
方
統
治
と
関
連
づ
け
る

一
八
世
紀
後
半
の
恩
赦
に
関
し
て
は
、
ラ
ジ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ

L.
R
a
d
z
i
n
o
w
i
c
z
、

(29) 

た
恩
赦
の
請
願
を
も
と
に
恩
赦
の
理
由
を
分
析
し
た
。

(30) 

キ
ン
グ
P.
K
i
n
g
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
こ
の
三
人
の
研
究
を
見
る
限
り
、
共
通
の
特
徴
が
恩
赦
の
理
由
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
。

一
八
世
紀
後
半
(
-
七
八
七
年
と
一
七
九
0
年）

の
も
の
で
あ
る
が
、
巡
回
裁
判
報
告
書
と
恩
赦
の
請
願
を
も
と
に

恩
赦
の
理
由
と
し
て
認
定
さ
れ
た
個
々
の
犯
罪
者
の
特
徴
と
そ
の
状
況
を
次
の
七
項
目
で
整
理
し
た
。

m良
き
人
格
も
し
く
は
犯
罪
前
の
行
動
、
②
若
者
、
老
人
、
弱
者
へ
の
同
情
、
①
窮
乏
、
家
族
の
貧
困
、
い
犯
罪
の
性
質
、
⑤
不
充
分

な
証
拠
も
し
く
は
無
実
の
可
能
性
、
⑤
雇
用
も
し
く
は
改
善
の
見
込
み
、

m尊
敬
に
値
す
る
地
位
respectability
も
し
く
は
高
い
社
会

(31) 

的
地
位
。

こ
れ
ら
七
項
目
は
審
理
陪
審
に
よ
っ
て
評
決
が
決
定
さ
れ
る
と
き
に
最
初
に
考
慮
さ
れ
た
。
恩
赦
は
、
審
理
陪
審
が
こ
れ
ら
を
充
分
に

考
慮
せ
ず
に
有
罪
評
決
を
認
定
し
た
た
め
に
科
せ
ら
れ
た
死
刑
を
避
け
る
目
的
で
発
せ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
陪
審
評
決
を
是
正
す
る
と

い
う
上
訴
審
と
し
て
の
機
能
が
恩
赦
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
七
項
目
は
無
罪
や
刑
の
軽
減
に
値
す
る
理
由
と
し
て
審
理
陪
審

と
裁
判
官
の
双
方
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
た
。

ヘ
イ

D
.
H
a
y
は
恩
赦
の
決
定
過
程
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
役
割
を
重
視
す
る
。
恩
赦
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
地
域
社

会
の
支
配
者
で
あ
る
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
が
恩
赦
請
願
に
加
わ
る
か
に
依
存
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
は
、
恩
赦
の
決
定
過
程

に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
住
民
を
保
護
す
る
慈
悲
深
い
支
配
者
と
し
て
地
域
住
民
か
ら
の
服
従
、
感
謝
、
畏
敬
を
維
持
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
恩
赦
は
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
に
よ
る
地
方
支
配
の
正
当
化
に
貢
献
し
た
。
恐
怖
と
慈
悲
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
刑
事
法
は
、
正

(32) 

義
justice
の
外
観
の
も
と
で
、
威
厳
m
a
j
e
s
t
y
と
慈
悲
m
e
r
c
y
を
も
っ
て
執
行
さ
れ
た
。

キ
ン
グ
の
研
究
は
、

キ
ン
グ
は
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
に
よ
る
地

三
四
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方
支
配
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、

キ
ン
グ
は
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
地
方
支
配
が
統
治
の
末
端
の
担
い
手
で
あ
る
中

流
層
t
h
e
m
i
d
d
l
i
n
g
 s
o
r
t
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
キ
ン
グ
は
、

三
五

告
書
と
恩
赦
請
願
、
さ
ら
に
一
七
八
四
ー
九
八
年
の
エ
セ
ッ
ク
ス
か
ら
の
恩
赦
請
願
を
も
と
に
請
顧
者
の
社
会
集
団
を
中
流
層
、
ジ
ェ
ン

ト
リ
、
貴
族
に
区
分
し
た
。
そ
の
な
か
の
最
大
の
集
団
は
、
商
人
、
審
理
陪
審
員
、
町
の
住
民
、
救
貧
法
の
官
吏
か
ら
な
る
中
流
層
で
あ
っ

(33) 
た
。
中
流
層
は
恩
赦
請
願
の
五

0
％
以
上
に
か
か
わ
り
、
恩
赦
の
成
功
率
も
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
中
流
層
が
か
か
わ
っ
た
恩

赦
の
半
分
以
上
が
ジ
ェ
ン
ト
リ
や
貴
族
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
な
く
推
進
さ
れ
た
と
い
う
。
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
恩
赦
の
成
功
は
請
願
者

の
高
い
身
分
に
求
め
ら
れ
る
の
で
な
く
、
請
願
に
示
さ
れ
た
被
告
人
の
人
格
、
過
去
の
行
動
、
勤
勉
さ
、
刑
の
緩
和
に
値
す
る
諸
状
況
に

(34) 

つ
い
て
の
直
接
的
な
情
報
に
求
め
ら
れ
た
。
被
告
人
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
情
報
と
死
刑
を
科
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
地
域
社
会
の
同
意

を
反
映
す
る
地
域
住
民
か
ら
の
恩
赦
請
願
は
、
恩
赦
を
勧
告
す
る
う
え
で
裁
判
官
の
関
心
事
で
あ
る
被
告
人
に
つ
い
て
の
地
方
の
知
識
を

提
供
し
た
。
恩
赦
は
個
々
の
事
件
の
特
性
を
示
す
地
方
の
知
識
に
も
と
づ
き
裁
判
官
に
よ
っ
て
勧
告
さ
れ
、
内
閣
評
議
会
が
裁
判
官
に
よ

る
恩
赦
の
勧
告
と
恩
赦
請
願
を
も
と
に
恩
赦
を
認
可
し
た
。

大
量
の
死
刑
犯
罪
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
刑
事
法
が
個
々
の
事
件
の
特
性
に
応
じ
て
運
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
裁
判
官
の
み

な
ら
ず
、
刑
事
法
の
執
行
に
か
か
わ
る
広
範
な
人
達
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
刑
事
司
法
制
度
は
刑
事
法
と
個
々
の

(35) 

事
件
の
特
性
と
の
調
整
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
構
成
さ
れ
た
。
こ
の
調
整
は
正
式
起
訴
状
の
作
成
か
ら
始
ま
り
、
大
陪
審
、
審
理
陪
審
を
経

て
、
そ
の
最
終
的
調
整
が
恩
赦
で
あ
っ
た
。
こ
の
調
整
の
シ
ス
テ
ム
は
、
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め
に
見
せ
し
め
を
必
要
と
す
る
と
い
う
要

(36) 

請
と
財
産
犯
罪
に
苛
酷
な
刑
罰
を
使
用
す
る
こ
と
へ
の
拒
否
感
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
な
か
で
運
用
さ
れ
た
。
こ
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
個
々
の
事

件
の
特
性
の
評
価
を
担
う
審
理
陪
審
や
恩
赦
で
主
導
的
役
割
を
果
た
す
中
流
層
の
み
な
ら
ず
、
刑
事
法
の
執
行
に
か
か
わ
る
広
範
な
階
層

の
間
で
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
共
有
さ
れ
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
七
八
七
年
と
一
七
九

0
年
の
裁
判
官
の
報
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執
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と

刑
の
執
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事
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仕
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と
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る
流
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も
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x
f
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r
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一
七
二
八
年
に
上
演
さ
れ
た
ジ
ョ
ン
・
ゲ
イ
J
o
h
n

G
a
y
「
乞
食
オ
ペ
ラ

T
h
e

B
e
g
g
a
r
'
s
 
O
p
e
r
a
」
第
一
二
幕
第
三
場
は
必
ず
し
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

は
な
い
（
ジ
ョ
ン
・
ゲ
イ
海
保
員
夫
訳
「
乞
食
オ
ペ
ラ
」
（
法
政
大
学
出
版
局
一
九
九
一
二
年
）
一

0
五
ー
一
〇
六
頁
）
。
死
刑
を
免
れ
る
た
め
の
受
胎

審
資
陪
審
の
利
用
は
第
一
幕
第
一
一
場
か
ら
推
測
さ
れ
る
(
-
―
―
頁
）
゜

W.
J. 
S
h
e
e
h
a
n
 ̀

 Fi
n
d
i
n
g
 
S
o
l
a
c
e
 
in 
1
8
t
h
 
C
e
n
t
u
r
y
 
N
e
w
g
a
t
e
,
 
in 
J. 
S. 

C
o
c
k
b
u
r
n
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r
i
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e
 in E
n
g
l
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n
d
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5
5
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1
8
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`
 
P
r
i
n
c
e
t
o
n
,
 1
9
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,
 p. 
2
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3
.
 

一
八
世
紀
初
期
の
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
で
は
、
死
刑
宣
告
を
受
け
た
人
達
は
二
つ
も
し
く
は
三
つ
の
開
廷
期
ご
と
に
ま
と
め
て
処
刑
さ
れ
た
。
彼
ら
の

な
か
に
は
死
刑
宣
告
か
ら
処
刑
ま
で
長
期
間
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
に
拘
留
さ
れ
る
も
の
も
い
た
。
従
っ
て
、
こ
の
長
期
間
の
拘
留
が
裁
判
官
に
よ
る
刑
の

執
行
停
止
を
受
け
る
こ
と
な
く
恩
赦
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

J.
M
.
 B
e
a
t
t
i
e
 `
 
op. cit., 
p. 360. 

Ibid., 
p
p
.
 3
5
0ー

3
5
1
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の
結
果
、

し
、
市
長
、
二
人
の
国
王
裁
判
官
、

上
の
問
題
は
以
前
と
し
て
解
消
さ
れ
ず
、

三
九

一
五
三
九
年
に
は
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
に
隣
接
す
る
西
側
の
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
に
裁
判
所

s
e
s
s
i
o
n
h
o
u
s
e
が
建
造
さ
れ
、
監

(
4
)
 

獄
の
隣
に
裁
判
所
が
あ
る
光
景
は
こ
の
頃
か
ら
始
ま
る
。

ロ
ン
ド
ン
大
火
後
に
建
て
替
え
ら
れ
た
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
は
四
階
建
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
過
密
状
態
、
衛
生
上
の
問
題
、
管
理

一
七
五

0
年
五
月
に
は
、
監
獄
で
発
生
し
た
伝
染
病
が
開
廷
中
の
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
に
伝
染

(
5
)
 

一
人
の
市
参
事
会
員
を
含
む
二

0
人
の
死
者
を
出
す
と
い
う
衝
撃
的
な
事
件
ま
で
生
じ
て
い
た
。
そ

一
七
五

0
年
代
に
は
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
と
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
の
建
て
替
え
計
画
が
立
案
さ
れ
、
新
し
い
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ

れ
た
。

ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
が
記
録
の
う
え
で
確
認
で
き
る
の
は
一
三
世
紀
初
期
で
あ
っ
た
。

(
2
)
 

身
分
の
あ
る
人
達
、
重
罪
人
、
侵
害
者

t
r
e
s
p
a
s
s
e
r
の
た
め
の
監
獄
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。

ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
は
一
九

0
三
年
に
撤
去
さ
れ
る
ま
で
に
何
度
か
建
て
替
え
ら
れ
た
。
最
初
の
大
き
な
建
て
替
え
は
一
五
世
紀
に
行

わ
れ
た
。

ロ
ン
ド
ン
市
長
に
三
度
も
就
任
し
た
立
志
伝
上
の
人
物
、
サ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ウ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ト
ン

Sir
R
i
c
h
a
r
d
 

W
h
i
t
t
i
n
g
t
o
n
が
一
四
―
二
年
に
死
去
し
た
と
き
、
彼
の
遺
言
執
行
人
は
彼
の
意
思
を
く
み
、
彼
の
遺
産
で
新
し
い
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄

(
3
)
 

を
建
造
し
た
。
ウ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ト
ン
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
監
獄
は
一
六
六
六
年
の
ロ
ン
ド
ン
大
火
に
よ
っ
て
焼
失
す
る
ま
で
使
用
さ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
は

イ
ト
の
建
造
が
ロ
ー
マ
が
支
配
し
て
い
た
時
代
に
ま
で
た
ど
ら
れ
る
こ
と
は
、

(
l
)
 

一
九

0
四
年
の
発
掘
調
査
で
確
認
さ
れ
た
。

ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
が
撤
去
さ
れ
た
と
き
に
実
施
さ
れ
た

城
壁
に
囲
ま
れ
た
ロ
ン
ド
ン
の
西
側
の
北
寄
り
の
城
門
が
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト

N
e
w
g
a
t
e
と
称
さ
れ
た
の
は
、
他
の
城
門
よ
り
も
後
に
建

造
さ
れ
た
五
番
目
の
主
要
な
城
門
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
「
新
し
い
城
門
」
と
い
う
名
称
が
つ
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、

5
 
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄

ニ
ュ
ー
ゲ

ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
は
ロ
ン
ド
ン
の
他
の
城
門
と
同
様
に
早
い
時
期
か
ら
監
獄
と
し
て
利
用
さ
れ
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ア
カ
マ
ン

R
i
c
h
a
r
d

A
k
e
r
m
a
n
は、 ニ

ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
の
建
設
に
は
一
七
七

0
年
か
ら
一
七
八
一
年
ま
で
の
長
い
時
間
が
費
や
さ
れ
た
。

一
七
八

0
年
に
は
ゴ
ー
ド
ン
暴
動

G
o
r
d
o
n
R
i
o
t
に
よ
っ
て
焼
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
す
ぐ
に
修
復
さ
れ
、
四
角
形
の
三
つ
の
建
物

か
ら
な
る
新
し
い
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
が
完
成
し
た
。
前
の
監
獄
で
は
様
々
な
種
類
の
囚
人
の
部
屋
が
各
階
ご
と
に
並
べ
ら
れ
て
い
た

が
、
新
し
い
監
獄
で
は
男
性
の
重
罪
人
用
、
女
性
の
重
罪
人
用
、
債
務
者
用
に
分
け
ら
れ
た
。
こ
の
監
獄
は
新
し
い
中
央
刑
事
裁
判
所
を

建
設
す
る
た
め
に
一
九

0
三
年
に
撤
去
さ
れ
る
ま
で
利
用
さ
れ
た
。

こ
こ
で
は
ロ
ン
ド
ン
大
火
後
に
建
て
替
え
ら
れ
た
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
を
概
観
す
る
。

ロ
ン
ド
ン
市
の
シ
ェ

リ
フ
達
と
彼
ら
を
成
員
と
し
て
含
む
ロ
ン
ド
ン
市
の
市
参
事
会

t
h
e
c
o
u
r
t
 
of 
a
l
d
e
r
m
e
n
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
。
シ
ェ
リ
フ
が
監
獄

を
運
営
す
る
管
理
者

k
e
e
p
e
r
を
任
命
し
、
管
理
者
は
高
額
の
金
銭
を
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
を
購
入
し
た
。
例
え
ば
、

0
七
年
に
管
理
者
に
任
命
さ
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ピ
ッ
ト

W
i
l
l
i
a
m
Pitt
は
四
、

0
0
0
ポ
ン
ド
で
管
理
者
の
地
位
を
購
入
し
、
さ
ら
に

高
額
の
保
証
金

security
を
債
務
者
囚
人
の
逃
亡
に
備
え
て
提
供
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
管
理
者
の
多
く
が
経
済
力
あ
る
市
の
カ
ン
パ

ニ
ー
の
有
カ
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
管
理
者
の
地
位
は
売
買
や
相
続
可
能
な
彼
ら
の
私
有
財
産
で
あ
っ
た
。
管
理
者
に
は
囚
人
か
ら
徴
収

さ
れ
る
様
々
な
手
数
料
、
監
獄
内
の
部
屋
の
賃
貸
料
、
酒
場
な
ど
の
施
設
の
賃
貸
料
な
ど
高
額
な
収
益
が
保
障
さ
れ
て
い
た
。
監
獄
が
私

(
8
)
 

ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
に
限
ら
れ
な
い
こ
の
時
代
の
監
獄
の
特
徴
で
あ
っ
た
。

人
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
る
営
利
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

七
四
五
年
に
は
、
囚
人
か
ら
徴
収
さ
れ
る
手
数
料
や
監
獄
内
の
諸
施
設
の
賃
貸
料
な
ど
の
管
理
者
の
収
入
を
市
が
規
制
す
る
代
償
と
し

て
、
年
一
五

0
ポ
ン
ド
の
給
与
が
市
か
ら
管
理
者
に
支
給
さ
れ
、
一
七
五

0
年
に
は
、
こ
の
給
与
は
年
二

0

0
ポ
ン
ド
に
増
額
さ
れ
た
。

ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
の
管
理
者
は
営
利
施
設
の
経
営
者
と
し
て
高
額
の
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・

二
年
ま
で
長
期
間
に
わ
た
っ
て
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
の
管
理
者
で
あ
っ
た
。
彼
自
身
は
監
獄
の
改
善
に
尽
く
し
た
人
物
と
し
て
ハ
ワ
ー
ド

リ
は
一
七
七
四
年
に
完
成
し
た
。

一
七
五
四
年
に
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
の
管
理
者
の
地
位
を
父
親
か
ら
相
続
し
、
死
去
す
る
一
七
九

ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
は
、

四
〇

一
七
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れ
を
大
幅
に
上
回
る
人
達
が
常
に
収
容
さ
れ
て
い
た
。

四

ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
の
収
容
者
が
二
七
五
人

J• 

H
o
w
a
r
d
に
よ
っ
て
好
意
的
に
評
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
に
は
年
八

0

0
ポ
ン
ド
の
収
入
が
あ
り
、
二

0
、
0
0

0
ポ
ン
ド
の
財
産
を
管

(10) 

理
者
在
任
中
に
貯
え
た
と
言
わ
れ
る
。

ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
に
は
様
々
な
種
類
の
囚
人
が
拘
留
さ
れ
た
。
そ
の
第
一
は
重
罪
人
で
あ
る
。

ロ
ン
ド
ン
と
ミ
ド
ル
セ
ク
ス
で
生
じ

留
施
設
で
あ
っ
た
。
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
の
開
廷
期
の
直
前
に
は
他
の
監
獄
か
ら
も
公
判
の
た
め
に
重
罪
人
が
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
に
移
送
さ

れ
て
く
る
た
め
に
、
開
廷
期
直
前
の
監
獄
は
過
密
状
態
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
た
。
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
で
死
刑
を
宣
告
さ
れ
、
恩
赦
を
得

ら
れ
な
い
重
罪
人
は
処
刑
の
日
ま
で
さ
ら
に
拘
留
さ
れ
た
。
そ
の
第
二
は
債
務
者
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
と
ミ
ド
ル
セ
ク
ス
の
債
務
者
が
拘

留
さ
れ
た
。

ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
は
ロ
ン
ド
ン
に
多
数
あ
る
債
務
者
監
獄
の
ひ
と
つ
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
債
務
者
の
な
か
に
は
必
要
な
料
金

を
支
払
っ
て
家
族
と
と
も
に
収
容
さ
れ
る
も
の
も
お
り
、
こ
れ
が
監
獄
人
口
を
増
大
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
第
三
は
刑
罰
と

し
て
拘
留
さ
れ
た
囚
人
達

p
r
i
s
o
n
e
r
s
for fine
で
あ
る
。
入
獄
手
数
料
や
出
獄
手
数
料
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
拘
留
さ
れ

た
囚
人
達
や
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
の
公
判
で
刑
罰
と
し
て
一
定
期
間
の
拘
留
を
宣
告
さ
れ
た
囚
人
達
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
そ
の
第
四
は
流

刑
囚
で
あ
る
。
彼
ら
は
公
判
後
に
テ
ー
ム
ズ
川
か
ら
流
刑
船
に
乗
せ
ら
れ
る
と
き
ま
で
拘
留
さ
れ
た
。
そ
の
第
五
は
反
逆
罪
な
ど
の
国
事

犯
の
囚
人
達
state
p
r
i
s
o
n
e
r
s
で
あ
る
。

一
八
世
紀
に
は
多
く
の
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
が
こ
の
監
獄
に
集
め
ら
れ
、
拘
留
さ
れ
た
。
ピ
ュ
ー

R.

B. P
u
g
h
に
よ
れ
ば
、
第
四
の
囚
人
を
除
け
ば
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
―
二
世
紀
以
後
に
収
容
さ
れ
た
と
い
う
。

ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
で
は
、
一
部
の
債
務
者
や
国
事
犯
の
囚
人
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
囚
人
が
一
時
的
に
拘
留
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

監
獄
が
公
判
を
待
つ
人
達
や
公
判
後
に
刑
の
執
行
を
待
つ
人
達
の
一
時
的
な
拘
留
施
設
で
あ
っ
た
の
で
、
収
容
定
員
と
い
う
も
の
は
そ
も

そ
も
存
在
し
な
い
。
こ
の
時
代
の
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
で
は
一
五

0
人
ほ
ど
が
収
容
可
能
な
人
数
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
そ

一
七
三
五
年
の
一
年
間
を
み
て
も
、

た
重
罪
事
件
の
公
判
が
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
で
開
か
れ
る
の
で
、

ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
は
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
で
の
公
判
を
待
つ
重
罪
人
の
拘
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―
つ
の
窓
と
二
つ
の
換
気
穴
が

(12) 

一、

0
0
0
人
ほ
ど
の
囚
人
が
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
に
出
入
り
し
て
い
た
。

こ
の
時
代
の
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
の
内
部
構
造
に
つ
い
て
は
一
七
二
四
年
に
公
刊
さ
れ
た
匿
名
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
詳
し
く
説
明
さ
れ

(13) こ
。
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
検
討
し
た
グ
リ
フ
ィ
ス

A.
Griffiths
は
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
も
と
に
監
獄
の
見
取
図
を
作
成
し
、
監
獄

(14) 

の
内
部
の
構
造
を
詳
細
に
分
析
し
た
。
こ
こ
で
は
グ
リ
フ
ィ
ス
の
研
究
を
中
心
に
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
の
内
部
を
概
観
す
る
。

ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
に
拘
留
さ
れ
る
人
達
は
全
て
最
初
に
監
獄
の
入
口
に
あ
る
小
屋
l
o
d
g
e
に
連
れ
て
来
ら
れ
る
。
そ
こ
で
手
枷
、
足

枷
が
つ
け
ら
れ
、
隣
接
す
る
死
刑
囚
監
房
t
h
e
c
o
n
d
e
m
n
e
d
 h
o
l
d
に
収
監
さ
れ
る
。
ニ
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
の
入
獄
手
数
料
を
支
払
わ

つ
け
ら
れ
た
手
枷
、
足
枷
を
よ
り
軽
い
も
の
に
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
軽
減

料
e
a
s
e
m
e
n
t
が
要
求
さ
れ
た
。
入
獄
手
数
料
を
支
払
っ
た
囚
人
は
、
経
済
力
に
応
じ
て
、
特
別
待
遇
監
房
m
a
s
t
e
r
side
と
普
通
監
房

c
o
m
m
o
n
 side
の
い
ず
れ
か
に
収
容
さ
れ
た
。
監
房
の
賃
貸
料
や
そ
の
他
の
手
数
料
を
支
払
う
だ
け
の
経
済
力
の
あ
る
囚
人
は
特
別
待

遇
監
房
に
収
容
さ
れ
、
そ
れ
を
支
払
え
な
い
囚
人
は
普
通
監
房
に
収
容
さ
れ
た
。
双
方
の
監
房
で
債
務
者
用
と
重
罪
人
用
に
監
房
が
分
け

ら
れ
、
男
女
別
々
に
収
容
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
特
別
待
遇
監
房
よ
り
も
上
等
な
監
房
を
借
り
る
だ
け
の
経
済
力
の
あ
る
囚
人
に
は
、
プ
レ

ス
・
ヤ
ー
ド

P
r
e
s
s
Y
a
r
d
と
キ
ャ
ッ
ス
ル

C
a
s
t
l
e
と
称
さ
れ
る
ス
ペ
ー
ス
に
特
別
室
が
提
供
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト

監
獄
の
監
房
は
、
囚
人
の
種
類
と
経
済
力
に
応
じ
て
、

m債
務
者
用
特
別
待
遇
監
房
、
②
重
罪
人
用
特
別
待
遇
監
房
、
①
債
務
者
用
普
通

監
房
、
田
重
罪
人
用
普
通
監
房
、
①
プ
レ
ス
・
ヤ
ー
ド
と
キ
ャ
ッ
ス
ル
の
五
種
類
に
分
け
ら
れ
た
。
グ
リ
フ
ィ
ス
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た

見
取
図
を
見
る
限
り
、
各
監
房
は
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
各
階
ご
と
に
並
ん
で
配
置
さ
れ
て
い
る
。

特
別
待
遇
監
房
に
入
る
囚
人
は
全
て
、
最
初
に
入
室
料
と
挨
拶
金

g
a
r
n
i
s
h
で
一
四
シ
リ
ン
グ
一

0
ペ
ン
ス
、
さ
ら
に
暖
房
用
石
炭
の

(15) 

た
め
に
一
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
債
務
者
用
特
別
待
遇
監
房
と
し
て
三
つ
の
監
房
が
あ
る
。
最
大
の
監
房
は
一

階
に
あ
る
ホ
ー
ル
・
ワ
ー
ド

H
a
l
l
W
a
r
d
で
縦
横
二
五
フ
ィ
ー
ト
と
一
五
フ
ィ
ー
ト
の
広
さ
が
あ
り
、

な
い
限
り
、
石
造
り
の
暗
い
死
刑
囚
監
房
に
留
置
さ
れ
た
。

以
下
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
毎
年
、

四
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に
暖
炉
が
た
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。

ロ
ー
ソ
ク
や
タ
バ
コ
や
他
の
生
活
用
品
が
売
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
重
罪
人
と
債
務
者
が
話
を
し
た
り
、
酒
を
飲
む
こ
と
が
認
め
ら
れ

こ。t
 

て こ
よ
、

.
1
,
,．
 

あ
る
。
暖
炉
と
煙
突
が
備
え
つ
け
ら
れ
、
常
に
石
炭
が
た
か
れ
て
い
た
。
こ
の
監
房
に
は
ベ
ン
チ
や
テ
ー
ブ
ル
が
置
か
れ
、

の
ベ
ッ
ド
が
高
台
に
置
か
れ
て
い
た
。

ベ
ッ
ト
の
賃
借
料
と
し
て
週
半
ク
ラ
ウ
ン

(16) 

て
月
ニ
シ
リ
ン
グ
が
入
室
の
と
き
に
支
払
わ
さ
れ
た
。
ベ
ッ
ト
は
共
用
の
た
め
に
そ
の
権
利
を
仲
間
に
売
り
、

る
も
の
も
多
い
。
二
階
に
あ
る
キ
ン
グ
ズ
・
ベ
ン
チ
・
ワ
ー
ド

t
h
e
K
i
n
g
s
 B
e
n
c
h
 W
a
r
d
、

と
称
さ
れ
る
二
つ
の
監
房
、

四

フ
ロ
ッ
ク
製

ベ
ン
チ
や
テ
ー
ブ
ル
で
寝

ス
ト
ー
ン
・
ワ
ー
ド

t
h
e
S
t
o
n
e
 
W
a
r
d
 

マ
イ
・
レ
デ
ィ
ー
ズ
・
ホ
ー
ル
ド

M
y
L
a
d
y
'
s
 H
o
l
d
と
称
さ
れ
る
女
性
用
の
監
房
も
同
じ
条
件
で
利
用
さ

重
罪
人
用
の
特
別
待
遇
監
房
と
し
て
六
つ
の
監
房
が
あ
る
。
最
大
の
監
房
は
地
下
四
フ
ィ
ー
ト
の
地
下
室

cellar
に
あ
る
。
こ
の
地
下

室
に
は
三
つ
の
監
房
と
酒
場
が
置
か
れ
て
い
た
。
三
つ
の
監
房
の
う
ち
の
―
つ
は
女
性
用
で
あ
っ
た
。
地
下
酒
場
で
は
ワ
イ
ン
、
ブ
ラ
ン

デ
ィ
、

特
別
待
遇
監
房
の
囚
人
達
は
こ
こ
で
外
部
の
知
人
と
面
談
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
地
下
酒
場
や
面
会
所
を
利
用
す
る
た
め

(17) 

一
日
に
つ
き
一
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
の
料
金
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
重
罪
人
用
の
特
別
待
遇
監
房
は
一
―
階
と

三
階
に
三
つ
の
監
房
が
あ
っ
た
。
暖
炉
と
ベ
ッ
ト
が
備
え
ら
れ
、
ベ
ッ
ト
の
賃
借
料
と
し
て
週
三
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
を
支
払
わ
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
特
別
待
遇
監
房
で
の
生
活
は
、
入
室
料
、
賃
借
料
、
さ
ら
に
飲
食
費
な
ど
で
相
当
な
出
費
が
必
要
と
さ
れ
た
。

債
務
者
用
の
普
通
監
房
は
四
つ
あ
る
。
経
済
的
に
余
裕
の
な
い
人
達
が
収
容
さ
れ
る
普
通
監
房
で
あ
っ
て
も
、
入
室
時
に
挨
拶
金
と
し

一
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
を
支
払
わ
さ
れ
た
。
支
払
え
な
い
な
ら
ば
、
囚
人
に
よ
っ
て
押
し
入
れ
に
監
禁
さ
れ
る
か
、
衣
服
を
奪
わ
れ

一
階
の
監
房
は
ス
ト
ー
ン
・
ホ
ー
ル

S
t
o
n
e
H
a
l
l
と
称
さ
れ
た
。
貯
水
槽
は
あ
る
が
、
煙
突
が
あ
っ
て
も
ク
リ
ス
マ
ス
の
時
以
外

れ
た
。

ビ
ー
ル
、
ジ
ン
が
売
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
酒
場
の
真
上
の
一
階
に
ジ
ジ
ャ
ー

G
i
g
g
e
r
と
称
さ
れ
る
面
会
所
が
置
か
れ
て
い
た
。

ス
ト
ー
ン
・
ホ
ー
ル
の
一
部
分
は
居
酒
屋

t
a
p
,
 
h
o
u
s
e
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
酒
類
ば
か
り
で
な
く

（
ニ
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
）
、
シ
ー
ツ
の
賃
借
料
と
し
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送
ま
で
一
時
的
に
収
容
さ
れ
た
。

じ
て
一
定
量
の
牛
肉
が
週
ご
と
に
支
給
さ
れ
た
。

一
階
に
は
タ
ン
ジ
ア

T
a
n
g
i
e
r
と
称
さ
れ
る
も
う
―
つ
の
監
房
が
あ
る
。
こ
の
監
房
は
多
数
の
囚
人
が
収
容
さ
れ
る
大
部
屋

で
あ
る
が
、
空
気
が
悪
く
悪
臭
が
し
た
。
囚
人
が
横
た
わ
る
バ
ラ
ッ
ク
だ
け
が
置
か
れ
て
い
た
。
デ
ッ
タ
ー
ズ
・
ホ
ー
ル

D
e
b
t
e
r
s
Hall 

と
称
さ
れ
る
第
三
の
監
房
は
三
階
に
位
置
す
る
。
よ
い
空
気
と
明
か
り
に
恵
ま
れ
て
い
る
が
、
窓
に
ガ
ラ
ス
が
な
い
た
め
に
北
東
の
風
に

よ
っ
て
雨
や
雪
に
さ
ら
さ
れ
た
。
こ
こ
の
囚
人
は
ベ
ッ
ト
が
な
い
の
で
床
の
上
で
寝
る
し
か
な
い
。
こ
の
階
の
中
央
に
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
ケ
ッ

(18) 

チ
J
a
c
k
K
e
t
c
h
と
い
う
死
刑
執
行
人
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
キ
ッ
チ
ン
も
置
か
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
最
上
階
の
四
階
に
ウ
ー
メ
ン
ズ
・

ワ
ー
ド

W
o
m
e
n
'
s
W
a
r
d
と
称
さ
れ
る
女
性
用
の
監
房
が
あ
っ
た
。
普
通
監
房
の
囚
人
に
は
日
ご
と
に
粗
末
な
パ
ン
と
収
容
者
数
に
応

重
罪
人
用
の
普
通
監
房
は
五
つ
あ
る
。

ス
ト
ー
ン
・
ホ
ー
ル
ド

S
t
o
n
e
H
o
l
d
と
ロ
ー
ワ
ァ
・
ホ
ー
ル
ド

L
o
w
e
r
H
o
l
d
と
称
さ
れ
る

二
つ
の
監
房
は
石
造
り
の
地
下
牢
で
あ
る
。
光
が
入
ら
な
い
の
で
常
に
暗
く
、
悪
臭
が
し
た
。
ベ
ッ
ト
も
な
く
石
の
上
で
寝
る
し
か
な
い
。

前
者
の
監
房
は
入
獄
手
数
料
を
支
払
え
な
い
囚
人
が
収
容
さ
れ
、
後
者
の
監
房
は
そ
の
他
の
手
数
料
を
支
払
え
な
い
囚
人
が
収
容
さ
れ

(19) 
た
。
手
数
料
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
た
囚
人
は
ミ
ド
ル
・
ワ
ー
ド

t
h
e
M
i
d
d
l
e
 W
a
r
d
と
称
さ
れ
る
二
階
の
監
房
に
収
容
さ
れ
た
。
こ

の
監
房
に
も
ベ
ッ
ト
は
な
い
が
オ
ー
ク
の
床
の
上
で
寝
る
こ
と
が
で
き
た
。
残
り
の
二
つ
の
監
房
は
女
性
の
重
罪
人
用
の
監
房
で
あ
る
。

三
階
に
あ
る
ウ
ォ
ー
タ
ー
マ
ン
ズ
・
ホ
ー
ル

W
a
t
e
r
m
a
n
'
s
Hall
は
床
に
は
オ
ー
ク
板
が
は
ら
れ
ベ
ッ
ト
も
あ
る
。
暗
く
て
悪
臭
が
す

る
が
、
水
だ
け
は
供
給
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
三
階
に
は
、
罪
状
認
否
で
答
弁
を
拒
否
し
た
被
告
人
に
過
酷
な
苦
痛
を
科
す
プ
レ
ス
・

ル
ー
ム

P
r
e
s
s
R
o
o
m
、
監
獄
の
規
律
に
違
反
し
た
囚
人
を
収
容
す
る
ビ
ル
ボ
ウ
ズ

B
i
l
b
o
w
s
と
称
さ
れ
る
懲
戒
房
、
女
性
死
刑
囚
監
房

な
ど
が
置
か
れ
て
い
た
。
五
番
目
の
監
房
は
四
階
に
あ
る
女
性
用
監
房
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
流
刑
を
宣
告
さ
れ
た
囚
人
が
流
刑
地
へ
の
移

プ
レ
ス
・
ヤ
ー
ド
と
キ
ャ
ッ
ス
ル
は
さ
ら
に
高
額
の
入
所
料
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
囚
人
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
た
。
プ
レ
ス
・
ヤ
ー

て
い
た
。

四
四
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一七三0年代のオールド・ベイリ田（栗原）

四
五

ド
は
一
階
か
ら
三
階
ま
で
の
各
階
に
あ
る
。
身
分
に
応
じ
て
二

0
ポ
ン
ド
か
ら
五

0

0
ポ
ン
ド
の
高
額
の
入
所
料
を
看
守
に
支
払
い
、
さ

(20) 

ら
に
週
―
―
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
の
部
屋
の
賃
借
料
を
支
払
っ
た
。
プ
レ
ス
・
ヤ
ー
ド
で
は
光
も
新
鮮
な
空
気
も
供
給
さ
れ
、
悪
臭
も
な

い
。
ロ
ー
ソ
ク
や
暖
炉
な
ど
の
必
要
品
も
備
え
ら
れ
、
運
動
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
も
あ
る
。
清
掃
し
た
り
世
話
を
す
る
メ
イ
ド
も
提
供
さ

れ
、
監
獄
ホ
テ
ル
と
で
も
言
う
べ
き
監
獄
内
の
最
も
快
適
な
部
屋
で
あ
っ
た
。
高
額
の
料
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
囚
人
は
国
事
犯
囚

一
八
世
紀
に
は
多
く
の
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
が
プ
レ
ス
・
ヤ
ー
ド
に
収
容
さ
れ
た
。
三
階
に
一
一
部
屋
あ

る
キ
ャ
ッ
ス
ル
は
プ
レ
ス
ヤ
ー
ド
ほ
ど
高
額
な
入
所
料
で
は
な
い
が
、
プ
レ
ス
・
ヤ
ー
ド
の
次
に
快
適
な
監
房
で
あ
っ
た
。

最
上
階
に
は
礼
拝
堂
が
あ
る
。
囚
人
達
は
日
曜
日
の
礼
拝
に
出
席
さ
せ
ら
れ
る
。
囚
人
席
は
債
務
者
と
重
罪
人
と
で
別
々
に
区
切
ら
れ
、

死
刑
囚
に
は
特
別
席
が
設
け
ら
れ
た
。
処
刑
日
の
前
日
に
あ
た
る
日
曜
日
の
朝
に
は
、
死
刑
囚
の
前
で
監
獄
の
教
誨
師
に
よ
っ
て
サ
ク
ラ

(21) 

メ
ン
ト
が
執
行
さ
れ
、
死
を
前
に
し
て
の
説
教
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
日
の
礼
拝
堂
は
看
守
に
入
場
料
を
支
払
っ
て
見
物
す
る
監
獄
外
か
ら

の
観
客
で
一
杯
と
な
る
。

監
獄
の
運
営
を
実
際
に
担
う
の
は
、
管
理
者
に
よ
っ
て
雇
わ
れ
た
管
理
者
代
理
や
看
守
で
あ
る
。
看
守
は
監
獄
内
の
酒
場
の
経
営
を
任

(22) 

さ
れ
、
看
守
に
は
そ
の
収
益
の
み
な
ら
ず
、
囚
人
か
ら
取
り
立
て
る
様
々
な
手
数
料
が
与
え
ら
れ
た
。
処
刑
前
日
に
死
刑
囚
へ
の
説
教
を

(23) 

見
学
す
る
た
め
に
監
獄
外
か
ら
訪
れ
る
観
客
が
支
払
う
入
場
料
も
看
守
の
収
入
と
さ
れ
た
。
看
守
達
は
、
囚
人
の
な
か
か
ら
パ
ー
ト
ナ
ー

(24) 

p
a
r
t
n
e
r
と
称
さ
れ
る
四
人
の
手
下
を
選
び
、
彼
ら
に
よ
っ
て
囚
人
達
の
行
動
を
監
視
さ
せ
た
。
看
守
や
パ
ー
ト
ナ
ー
に
よ
っ
て
囚
人
達

に
強
要
さ
れ
る
金
銭
の
不
当
な
取
り
立
て
は
監
獄
の
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
囚
人
達
に
は
自
治
組
織
を
作
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
お
り
、
監
房
か
ら
執
事
s
t
e
w
a
r
d
、
監
房
代
表
者

w
a
r
d
m
e
n
が
選
ば
れ
、
彼
ら
が
囚
人
達
に
寄
せ
ら
れ
た
施
し
や
市
か
ら
の

食
料
割
当
を
配
分
し
た
。
新
入
り
の
囚
人
か
ら
挨
拶
金
を
徴
収
す
る
の
も
彼
ら
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
酒
類
を
高
い
価
格
で
売
る
監
獄
内
の

(25) 

酒
場
に
対
抗
し
て
、
安
い
価
格
で
監
獄
外
か
ら
酒
類
を
共
同
購
入
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

人
と
財
産
の
あ
る
重
罪
人
に
限
ら
れ
、
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ハ
イ
ド
・
パ
ー
ク
の
北
東
の
入
口
に
設
置
さ

監
獄
の
最
大
の
問
題
は
劣
悪
な
生
活
環
境
に
あ
る
。
特
に
普
通
監
房
は
不
衛
生
で
暖
房
も
な
く
粗
末
な
食
事
し
か
与
え
ら
れ
な
い
。
空

気
も
悪
く
暗
く
て
光
が
入
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
の
う
え
、
囚
人
自
身
の
不
潔
な
衣
服
と
身
体
に
は
伝
染
病
の
発
生
源
と
な
る
シ
ラ

ミ
が
宿
っ
て
い
る
。
普
通
監
房
で
監
獄
熱
と
称
さ
れ
る
伝
染
病
が
ひ
と
た
び
発
生
す
れ
ば
、
同
じ
階
の
他
の
監
房
に
波
及
す
る
。

紀
の
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
で
は
伝
染
病
が
繰
り
返
し
発
生
し
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

一
七
五
二
年
に
は
通
風
装
置
が
設
置
さ
れ
、
監
獄
内
の
定
期
的
清
掃
な
ど
の
予
防
策
が
講
じ
ら
れ
た
が
、
さ
し

た
る
効
果
は
な
か
っ
た
。
監
獄
の
管
理
者
に
よ
る
一
七
七
九
年
の
報
告
に
よ
れ
ば
、

一
七
五
八
ー
一
七
六
五
年
の
期
間
に
、
七
人
か
ら
一

(26) 

0
人
の
彼
の
奉
公
人
、
八
三
人
の
囚
人
、
さ
ら
に
若
干
の
訪
問
客
が
監
獄
熱
で
命
を
失
っ
た
と
い
う
。
監
獄
が
一
時
的
な
拘
留
施
設
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
囚
人
達
は
常
に
伝
染
病
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。

ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
に
は
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
で
の
公
判
を
待
つ
囚
人
達
が
拘
留
さ
れ
た
。
無
罪
評
決
を
受
け
た
囚
人
は
開
廷
期
の
公

判
終
了
後
に
放
免
さ
れ
る
。
し
か
し
、
無
条
件
で
放
免
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
監
獄
の
管
理
者
に
出
獄
手
数
料
を
支
払
わ
な
い
限
り
放
免

さ
れ
な
か
っ
た
。
流
刑
を
宣
告
さ
れ
た
囚
人
と
死
刑
を
流
刑
に
減
刑
さ
れ
た
囚
人
は
、
流
刑
船
に
乗
船
す
る
と
き
が
来
る
ま
で
監
獄
に
拘

留
さ
れ
た
。
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
囚
人
は
死
刑
囚
監
房
に
収
容
さ
れ
た
。
処
刑
前
日
の
日
曜
日
の
朝
、
死
刑
囚
は
礼
拝
堂
で
大
勢
の
観
客

が
見
守
る
な
か
で
死
刑
囚
の
た
め
の
特
別
な
ミ
サ
を
受
け
る
。
深
夜
に
は
セ
ン
ト
・
セ
パ
ル
カ
教
会
の
錐
つ
き
男
が
現
れ
、
死
刑
囚
の
前

(27) 

で
慰
め
の
言
葉
を
言
う
の
が
慣
習
で
あ
っ
た
。
月
曜
日
の
朝
、
死
刑
囚
は
馬
車
に
乗
せ
ら
れ
、
セ
ン
ト
・
セ
パ
ル
カ
教
会
の
鏡
の
音
に
送

ら
れ
て
処
刑
場
に
出
発
す
る
。
ホ
ー
バ
ン
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
ス
ト
リ
ー
ト
を
通
り
、

れ
た
タ
イ
バ
ー
ン

T
y
b
u
r
n
の
処
刑
場
に
向
け
て
四
キ
ロ
ほ
ど
の
道
を
ゆ
っ
く
り
と
行
進
す
る
。
処
刑
日
は
休
日
と
な
り
、
大
勢
の
観
客

が
沿
道
と
処
刑
場
に
押
し
寄
せ
る
（
タ
イ
バ
ー
ン
・
フ
ェ
ア
）
。
ホ
ガ
ー
ス

W.
H
o
g
a
r
t
h
に
よ
っ
て
画
か
れ
た
よ
う
に
、
死
刑
囚
は
大

(28) 

勢
の
観
客
が
見
守
る
な
か
で
処
刑
さ
れ
た
。
処
刑
場
は
一
七
八
二
年
に
タ
イ
バ
ー
ン
か
ら
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
の
債
務
者
門
の
外
に
移
さ

す
る
大
惨
事
が
生
じ
た
。

一
七
五

0
年
五
月
に
は
死
者
が
二

0
人
に
達

一
八
世

四
六
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(19) 

(20) 

(21) 
W
.
 E.
 H
o
o
p
e
r
 ̀

 
o
p
.
 cit. ｀
 
p. 3
2
 ;
 A. Griffith. op. cit., 
p. 96. 

Ibid. ｀
 
p. 95. 

Ibid., 
p. 96. 

Ibid. `

 
p. 98. 

Ibid. `

 
p
.
9
9
.
 

Ibid., 
p
p
.
 1

0
0ー

101.

ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
の
教
誨
師
は
ロ
ン
ド
ン
市
参
事
会
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
。
教
誨
師
は
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
・
ス
ト
リ
ー
ト
に
地
租
を
免
除
さ
れ
た
住

宅
が
与
え
ら
れ
、
三
五
ポ
ン
ド
の
給
与
と
譲
渡
可
能
な
特
権
が
与
え
ら
れ
た
。
教
誨
師
の
も
う
ひ
と
つ
の
収
入
は
死
刑
囚
の
告
白
や
死
を
前
に
し
て
の
言

葉
の
作
者
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
読
み
物
は
処
刑
の
当
日
に
販
売
さ
れ
、
教
誨
師
に
大
き
な
収
入
を
も
た
ら
し
た
。
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
の

教
誨
師
に
つ
い
て
は
、

R. B. P
u
g
h
 ̀

 
o
p
.
 c
i
t
・
・
p
a
r
t
 
I, 
p
p
.
 1

5
3
 |
 1
6
3
;
 
P. L
i
n
e
b
a
u
g
h
,
 
t
h
e
 
O
r
d
i
n
a
r
y
 o
f
 N
e
w
g
a
t
e
 a
n
d
 his 
A
c
c
o
u
n
t
,
 
in 
J. 
S. 

C
o
c
k
b
u
r
n
 (ed.) ｀
 
C
r
i
m
e
 in E
n
g
l
a
n
d
 1
5
5
0ー

1
8
0
0
,
P
r
i
n
c
e
t
o
n
 ̀

 
1
9
7
7
,
 p
p
.
 2
4
6ー

2
6
9
.

手
数
料
は
債
務
者
と
重
罪
人
と
で
異
な
っ
て
い
た
。
重
罪
人
よ
り
も
高
額
な
債
務
者
の
手
数
料
は
一
七
二
七
年
の
法
律
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
が
、
こ

の
法
律
は
重
罪
人
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
七
二
七
年
の
法
律
に
つ
い
て
は
、

R.
B. P
u
g
h
 ̀

 op. cit., 
p
a
r
t
 II 

`
 Gui
l
d
h
a
l
l
 
S
t
u
d
i
e
s
 
in 
L
o
n
d
o
n
 

H
i
s
t
o
r
y
,
 vol. 
III 
no. 4, 
1
9
7
9
,
 p
p
.
 2

2
1
 |
 2
2
2
.
 ジ
ョ
ン
・
ハ
ワ
ー
ド
、
川
北
稔
・
森
本
真
実
訳
「
前
掲
書
」
二
四
八
ー
ニ
五
0
頁。

一
七
三
三
年
三
月
、
画
家
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ホ
ガ
ー
ス
W
i
l
l
i
a
m
H
o
g
a
r
t
h
は
、
三
人
の
女
性
を
殺
害
し
死
刑
を
宜
告
さ
れ
た
サ
ラ
・
マ
ル
コ
ム

S
a
r
a
h

M
a
l
c
o
l
m
を
み
る
た
め
に
処
刑
数
日
前
に
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
を
訪
れ
た
。
ホ
ガ
ー
ス
は
そ
こ
で
彼
女
の
肖
像
画
を
画
い
た
（
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
所
蔵
）
。
ホ
ガ
ー
ス
は
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
で
彼
女
を
画
く
た
め
に
相
当
額
の
手
数
料
を
看
守
に
支
払
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
部
外
者
で

あ
っ
て
も
、
看
守
に
手
数
料
さ
え
支
払
え
ば
、
い
つ
で
も
死
刑
囚
を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

R.
P
a
u
l
s
o
n
,
 H
o
g
a
r
t
h
'
s
 G
r
a
p
h
i
c
 W
o
r
k
s
 ̀

 

t
h
e
 P
r
i
n
t
 R
o
o
m
,
 1
9
8
9
.
 p
p
.
 8
5
 |
 86. 

W
.
 J. 
S
h
e
e
h
a
n
,
 0
 p. 
cit., 
p. 2
3
4
.
 

Ibid., 
p. 2
4
1
.
 

R. B. P
u
g
h
 ̀

 
op. cit., 
p
a
r
t
 
II, 
p. 2
0
1
.
 

慰
め
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ン
・
ハ
ワ
ー
ド
、

W
.
 H
o
g
a
r
t
h
,
 I
n
d
u
s
t
r
y
 a
n
d
 I
d
l
e
n
e
s
s
,
 
p
l
a
t
e
 
11, 
1
7
4
7
.
 

川
北
稔
・
森
本
貞
実
訳
「
前
掲
書
」
二
四
五
ー
ニ
四
六
頁
。

タ
イ
バ
ー
ン
の
公
開
処
刑
に
つ
い
て
は
、
近
藤
和
彦
「
民
の
モ
ラ
ル
」

四
八

（
山
川
出
版
社
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一七三0年代のオールド・ベイリ田（栗原）

め
ら
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
は
、
中
央
の
裁
判
所
の
開
廷
期
と
年
二
回
の
ア
サ
イ
ズ
裁
判
の
開
廷
期
を
除
外

し
て
、
年
八
回
開
か
れ
る
。

ロ
ン
ド
ン
市
長
の
任
期
に
合
わ
せ
て
開
廷
さ
れ
る
た
め
に
―
二
月
に
第
一
開
廷
期
が
開
廷
さ
れ
、
翌
年
の
一

(
l
)
 

0
月
に
第
八
開
廷
期
が
開
廷
さ
れ
た
。

O
.
B
.
S
.
P
.
 は
各
開
廷
期
ご
と
に
発
行
さ
れ
る
。
各
開
廷
期
ご
と
に
一
冊
で
あ
る
が
、
二
分
冊
の
開
廷
期
も
あ
る
。
こ
れ
は
開
廷
期
の

事
件
数
よ
り
も
、
読
者
が
関
心
を
も
ち
そ
う
な
重
大
事
件
の
数
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

0.
B. S. P. 
に
は
各
開
廷
期
の
全
て
の
事
件
が
記

録
さ
れ
る
が
、
そ
の
大
多
数
で
被
告
人
、
正
式
起
訴
状
の
要
旨
、
事
件
の
簡
単
な
記
述
、
陪
審
評
決
が
記
録
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
陪
審

評
決
が
有
罪
で
あ
れ
ば
、
最
終
頁
に
被
告
人
へ
の
刑
の
宣
告
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
簡
単
な
記
録
か
ら
こ
の
時
代
の
審
理
の
様
子
を

知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
殺
人
、
強
盗
、
文
書
偽
造
な
ど
社
会
的
に
注
目
さ
れ
た
一
部
の
事
件
は
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、

1
0
頁
を
越
え
て
記
録
さ
れ
た
事
件
も
多
数
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
の
な
か
に
は
審
理
の
過
程
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
た
も
の
も
多
い
。

七
三
0
年
代
の

0
.B.S.P. が
一
般
の
読
者
向
け
に
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
長
い
記
録
で
あ
っ
て
も
、
速
記
者
が
証
言
の
一

部
を
省
略
し
た
り
、
整
理
し
て
掲
載
し
た
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
が
、

こ
こ
で
は
、

一

一
九
九
三
年
）
二
四
九
ー
ニ
五
八
頁
。

一
七
三

0
年
代
の

0
.
8
.
S
.
P
.

O
l
d
 
B
a
i
l
e
y
 
S
e
s
s
i
o
n
 
P
a
p
e
r
s
 
(0. B. S. P.) 

...L.. 

ノ‘

四
九

0
 .B
.
S
.
P
.
 が
、
そ
こ
に
収
録
さ
れ
た
双
方
の
側
の
証
人
の
証

か
ら
一
七
三
0
年
代
の
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
で
公
判
が
ど
の
よ
う
に
進

一
七
三
0
年
代
の
各
開
廷
期
の
開
廷
期
間
は
三
日
な
い
し
四
日
で
あ
る
。

＿
七
三

0
年
代
の
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ

22-3•4-259 (香法 2003)



表(6) オールド・ベイリ (1733年12月ー1734年10月）

開廷期 死刑 流刑 烙印刑 笞刑 無罪 被告人数

第ー開廷期(Dec.1733) 14 36 24 74 

第二開廷期 (Janu.1734) 10 18 1 5 30 64 

第三開廷期(Feb.1734) 7 41 1 16 65 

第四開廷期(Apr.1734) 7 30 1 23 63 

第五開廷期(May1734) 5 13 1 25 44 

第六開廷期(July1734) 6 15 2 1 23 47 

第七開廷期(Sept.1734) 7 28 3 29 70 

第八開廷期(Oct.1734) 2 11 15 28 

総計 58 192 ， 6 185 ~ 
言
や
そ
れ
に
対
す
る
尋
問
の
記
録
か
ら
、
こ
の
時
代
の
審
理
の
特
徴
を
理
解
で
き

一
七
三

0
年
代
の
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
が
ど
れ
だ
け
の
事
件
を
処
理
し
て
い
た

の
か
を

0.
B. S. P. か
ら
検
証
す
る
。
常
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、

一
七
三
四
年
一

0
月
の
第
八
開
廷
期
の
最
終
頁
に
一
七
三
三
年
―
二
月
の
第
一
開

廷
期
か
ら
始
ま
る
一
年
間
の
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
の
事
件
統
計
が
次
の
よ
う
に
載

市
長
在
職
中
、
四
六
三
人
が
正
式
起
訴
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
五
八
人
が
死
刑
の

宣
告
を
受
け
、
九
人
が
烙
印
刑
を
受
け
た
。
（
流
刑
が
中
止
さ
れ
た
人
達
を
除
外

O
.
B
.
S
.
P
.
 で
各
開
廷
期
ご
と
に
照
合
す
る
と
、
上
記
の
数
字
は
一

部
分
誤
り
を
含
む
と
思
わ
れ
る
。
表
①
は
筆
者
が
各
開
廷
期
を

O
.
B
.
S
.
P
.
と
照

合
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

者
作
成
の
表
①
と
若
干
の
違
い
が
あ
る
。
軽
減
さ
れ
た
罰
金
刑
に
つ
い
て
は
、
各

開
廷
期
の
最
終
頁
に
記
載
さ
れ
た
刑
の
宣
告
リ
ス
ト
に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。

一
九
二
人
の
流
刑
者
の
う
ち
の
五
人
が
こ
の
期
間
に
烙
印
刑
に
軽
減

さ
れ
た
。
表
①
の
総
計
欄
の
数
字
の
違
い
は
、
第
四
開
廷
期
の
二
人
、
第
七
開
廷

実
際
に
は
、

し
か
し
、

こ
の
よ
う
に
、
流
刑
、
無
罪
、
被
告
人
数
が
筆

一
人
が
罰
金
刑
を
受
け
、

(
2
)
 

刑
を
受
け
た
。
二

0
一
人
が
陪
審
に
よ
っ
て
無
罪
放
免
さ
れ
た
。
」

し
て
）

一
八
八
人
が
流
刑
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

六
人
が
笞

せ
ら
れ
た
。
「
サ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ビ
ラ
ー
ズ

Sir

W
i
l
l
i
a
m
 
Billers
閲
下
の

る
直
接
的
資
料
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
0
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一七三0年代のオールド・ベイリ固（栗原）

表(7) オールド・ベイリ 1729-1739(ロンドンのみ）

年 1729-30 1730-1 1731-2 1732-3 1733-4 1734-5 1735-6 1736-7 1737-8 1738-9 計

死刑宣告数 7 11 15 ， 7 11 7 12 15 11 105 

死刑執行数 3 ， 7 3 1 1 3 

゜
8 3 38 

(British Parliamentary Papers, vol.Vlll, app. no. 4, 1819, p. 149.) 

四

-
％
と
な
る
。
筆
者
が
み
る
限
り
、

五

ロ
ン
ド
ン
よ
り
も
ミ
ド
ル
セ

一
八
世
紀
前
半
の
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
の
実
際

期
の
三
人
の
結
果
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
に
は
評
決
結
果
そ
の
も
の
が
記
録
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
り
、
未
逮
捕
の
共
犯
者
が
正
式
起
訴
さ
れ
た
と
記
録
さ
れ
た
た
め
に
評
決
が
な
い
ケ
ー
ス
も
含
ま
れ

る
。
後
者
は

O
.
B
.
S
.
P
.
の
編
纂
者
の
記
録
上
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。
四
五

0
人
を
も
と
に
無
罪
率
を
示
せ
ば
、

一
七
三

0
年
の
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
の
無
罪
率
は
四
0
％
台
で
変

(
3
)
 

動
し
て
い
る
。
被
告
人
数
に
関
し
て
は
、
以
後
大
幅
に
増
加
し
た
。

し
か
し
、
実
際
の
受
刑
者
数
を
示
す
統
計
と
し
て
は
、
上
記
の
記
録
に
も
筆
者
作
成
の
表
固
に
も
重
大
な
欠

陥
が
あ
る
。
死
刑
宜
告
を
受
け
た
人
数
が
示
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
恩
赦
に
よ
っ
て
後
に
死
刑
を
免
れ
た
死

刑
囚
の
存
在
が
無
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
恩
赦
の
可
否
は
公
判
後
に
開
か
れ
る
内
閣
評
議
会
で
決
定
さ

れ
る
の
で
、
恩
赦
が
公
判
の
記
録
で
あ
る

0.
B. S. P. 
に
記
録
さ
れ
な
い
の
は
当
然
と
言
え
な
く
は
な
い
。
実

際
の
処
刑
者
数
の
統
計
は
別
の
資
料
に
求
め
る
以
外
に
な
い
。

の
処
刑
者
数
を
示
す
全
体
的
な
統
計
資
料
は
存
在
し
な
い
が
、
ミ
ド
ル
セ
ク
ス
を
除
外
し
た
ロ
ン
ド
ン
の
部
分

に
関
し
て
は
、
死
刑
宣
告
者
数
と
処
刑
者
数
を
示
す
詳
細
な
統
計
が
議
会
文
書
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
a
r
y
P
a
p
e
r
s
 (1
 

八
一
九
年
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
表

mは
こ
の
統
計
を
も
と
に
筆
者
が
作
成
し
た
一
七
三

0
年
代
の
統
計
で

(
4
)
 

あ
る
。
表
⑥
に
よ
れ
ば
、
一
七
三
三
ー
四
年
の
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
で
は
五
八
人
が
死
刑
宣
告
を
受
け
た
が
、

表
⑦
に
よ
れ
ば
、
そ
の
う
ち
の
ロ
ン
ド
ン
で
生
じ
た
事
件
で
死
刑
宣
告
を
受
け
た
の
は
七
人
に
す
ぎ
な
い
。
七

人
の
う
ち
で
処
刑
さ
れ
た
の
は
一
人
だ
け
で
あ
る
。
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
で
は
、

ク
ス
で
生
じ
た
事
件
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
は
事
件
全
体
に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
ミ
ド
ル
セ
ク
ス
の

大
量
の
事
件
を
審
理
す
る
た
め
に
、
二
組
の
ミ
ド
ル
セ
ク
ス
陪
審
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
表

mか
ら
引
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2
 

き
出
さ
れ
る
三
六
・
一
％
と
い
う
死
刑
執
行
率
は
、
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
死
刑
宣
告
数
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
恩
赦
率
（
六
三
・
九
％
）

一
七
三

0
年
代
の
死
刑
執
行
率
は
一
八
世
紀
前
半
で
は
低
い
死
刑
執
行
率
を
示
し
て
い
る
。

新
し
く
選
ば
れ
た
ロ
ン
ド
ン
市
長
が
国
王
の
承
認
を
得
る
た
め
に
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
を
訪
問
す
る
行
列
L
o
r
d

M
a
y
o
r
'
s
 
S
h
o
w
は一

0
月
二
九

日
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
一
七
五
二
年
か
ら
は
暦
の
変
更
に
よ
っ
て
―
一
月
九
日
に
行
わ
れ
た
。
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
は
、
一
―
一
月
を
第
一
開
廷
期
と
し

て
、
一
月
、
二
月
、
四
月
、
五
月
、
六
月
も
し
く
は
七
月
、
九
月
、
一

0
月
に
開
廷
さ
れ
た
。

(
2
)
 
0. B. S. P. 
(Oct. 1
7
3
4
)
 
p. 2
0
7
.
 

(
3
)

筆
者
の
調
査
で
は
、
次
の
一
年
間
（
一
七
三
四
年
―
二
月
か
ら
）
の
被
告
人
数
は
六
一
七
人
、
そ
の
次
の
一
年
間
（
一
七
三
五
年
―
二
月
か
ら
）
の
被

告
人
数
は
五
七
一
人
で
あ
る
。

(
4
)

ガ
ト
レ
ル

V.
A. C. Gatrell
は
大
著
、

T
h
e
H
a
n
g
i
n
g
 
T
r
e
e
で
、
一
七
0

一
年
か
ら
一
八
三
四
年
ま
で
の
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
の
死
刑
宣
告
数
、
処

刑
数
、
恩
赦
率
を
統
計
資
料
と
し
て
作
成
し
た
。
し
か
し
、
彼
が
統
計
作
成
の
資
料
と
し
た
一
八
一
九
年
の
議
会
文
書
に
は
、
一
八
世
紀
前
半
の
統
計
は

ロ
ン
ド
ン
の
部
分
し
か
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ミ
ド
ル
セ
ク
ス
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
ガ
ド
レ
ル
が
ど
の
資
料
に
依
拠
し
て
ロ
ン
ド
ン
と
ミ
ド
ル
セ
ク
ス

を
含
む
一
八
世
紀
前
半
の
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
の
統
計
を
作
成
し
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

V.
A. C. Gatrell, 0
 p. cit., 
p. 6
1
6
.
 

一
七
三

0
年
代
の
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
で
は
、
大
多
数
の
事
件
で
弁
護
士
（
バ
リ
ス
タ
）
は
公
判
に
出
廷
し
て
い
な
い
。
訴
追
側
と
被

告
人
側
の
い
ず
れ
か
の
一
方
、
も
し
く
は
双
方
で
弁
護
士
が
出
廷
す
る
事
件
は
全
体
的
に
は
ご
く
少
数
で
あ
る
。
弁
護
士
が
出
廷
し
な
い

公
判
で
は
、
正
式
起
訴
状
の
要
旨
が
即
読
さ
れ
た
の
ち
に
、
訴
追
側
証
人
が
証
言
し
、
次
に
被
告
人
側
証
人
（
被
告
人
自
身
を
含
む
）
が

証
言
す
る
。
各
証
人
に
対
し
て
、
裁
判
官
に
よ
る
尋
問
、
さ
ら
に
被
告
人
自
身
に
よ
る
尋
問
が
行
わ
れ
る
。
裁
判
官
は
単
な
る
手
続
の
主

(
l
)
 裁

判
官
の
役
割

対
応
す
る
。
し
か
し
、
表
①
を
み
れ
ば
、

五

に
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述
書
と
そ
の
証
人
が
証
拠
で
あ
る
。

宰
者
を
越
え
て
尋
問
者
と
し
て
公
判
に
登
場
し
た
。
さ
ら
に
、
裁
判
官
は
陪
審
に
対
し
て
指
示
や
説
示
に
よ
っ
て
陪
審
の
事
実
認
定
を
誘

導
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
弁
護
士
が
出
廷
し
な
い
公
判
で
は
裁
判
官
が
公
判
で
主
導
的
役
割
を
担
う
以
外
に
な
い
。
殺
人
や
強
盗
な
ど
の

0
 .B
.
S
.
P
.
 に
は
こ
の
種
の
事
件
は
詳
細
に
記
録
さ
れ
る
の
で
、
あ
る
事
件
を
素
材
に
し
て
裁
判
官

コ
ー
ベ
ッ
ト
・
ベ
ジ
ー

C
o
r
b
e
t
V
 ez
e
y
事
件
（
一
七
三
二
年
一
月
、
第
二
開
廷
期
）

被
告
人
、

五

コ
ー
ベ
ッ
ト
・
ベ
ジ
ー
は
、
彼
の
妻
メ
ア
リ
を
一
六
三

0
年
―
二
月
一

0
日
か
ら
三
一
年
―
二
月
一
六
日
ま
で
監
禁
し
、
充

分
な
食
事
、
飲
物
、
生
命
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な
も
の
を
与
え
ず
に
お
き
、
そ
の
後
の
衰
弱
に
よ
っ
て
妻
メ
ア
リ
が
―
二
月
三

0
日
に

死
亡
し
た
た
め
に
、
犯
意
を
も
っ
て
メ
ア
リ
を
殺
し
た
と
し
て
謀
殺
の
疑
い
で
正
式
起
訴
さ
れ
た
。

S
w
a
n
s
」
と
い
う
下
宿
屋
の
屋
根
裏
部
屋
に
監
禁
さ
れ
て
い
た
メ
ア
リ
が
窓
か
ら
道
路
に
飛
び

降
り
、
救
助
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
救
助
さ
れ
た
メ
ア
リ
は
、
死
ぬ
ま
で
の
間
に
、
自
分
が
飛
び
降
り
る
に
至
っ
た
夫
の
虐
待
を
多
く

の
人
達
に
話
し
、
そ
れ
を
治
安
判
事
の
前
で
宣
誓
供
述
書
と
し
て
作
成
し
た
。
従
っ
て
、
こ
の
公
判
で
は
、
訴
追
側
証
人
と
し
て
偶
然
に

転
落
を
目
撃
し
て
彼
女
を
救
助
し
、
彼
女
か
ら
事
情
を
聞
い
た
二
人
の
証
人
（
そ
の
う
ち
の
一
人
は
教
区
官
吏
）
、
救
助
後
に
彼
女
を
見

舞
い
夫
の
虐
待
を
彼
女
か
ら
聞
い
た
彼
女
の
近
親
者
達
が
証
言
す
る
。
さ
ら
に
、
彼
女
が
生
前
に
治
安
判
事
の
面
前
で
署
名
し
た
宣
誓
供

一
方
の
被
告
人
側
の
証
人
は
被
告
人
自
身
が
証
言
し
、
虐
待
の
事
実
を
否
認
す
る
証
人
と
し
て
下
宿
屋
の
女
主
人
、
被
告
人
の
近
親
者

達
が
証
言
す
る
。
被
告
人
の
人
格
証
人
も
証
言
す
る
。
最
後
に
、
被
害
者
の
遺
体
を
検
視
し
た
三
人
の
医
者
が
証
言
し
た
。

で
は
、
こ
の
事
件
は
一

0
ペ
ー
ジ
に
渡
っ
て
記
録
さ
れ
て
お
り
、
双
方
の
側
の
証
人
の
証
言
に
よ
っ
て
こ
の
事
件
の
背
後
に
あ
る
複
雑
な

(
2
)
 

事
実
関
係
が
浮
き
ぼ
り
に
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
裁
判
官
の
役
割
を
中
心
に
こ
の
事
件
を
み
て
み
る
。

こ
の
事
件
は
、
「
四
羽
の
白
鳥
F
o
u
r

重
大
事
件
で
は
特
に
そ
う
で
あ
る
。

の
役
割
を
検
証
す
る
。

0. B. S
.
 P. 
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訴
追
側
証
人
（
教
区
官
吏
）

「
去
年
の
―
二
月
一
六
日
、
私
が
「
四
羽
の
白
鳥
」

か
っ
た
と
き
、

の
そ
ば
を
通
り
か

一
人
の
男
が
屋
根
の
上
に
女
性
が
い
る
と
言
い
ま
し
た
。

私
が
見
上
げ
る
と
、
一
一
本
の
足
が
み
え
ま
し
た
が
、
そ
の
女
性
は
す
ぐ
に

古
い
小
屋
に
転
落
し
、
そ
の
後
地
面
に
落
ち
ま
し
た
。
彼
女
は
転
落
で
気

絶
し
て
い
た
。
私
は
彼
女
を
か
か
え
、
彼
女
が
誰
な
の
か
を
調
べ
ま
し
た
。

非
常
に
多
く
の
人
が
私
の
ま
わ
り
に
い
ま
し
た
が
、
誰
も
私
の
質
問
に
答

え
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
女
の
体
全
体
が
黒
づ
ん
で
お
り
、
足
だ
け
が
白
い

土
で
お
お
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
「
四
羽
の
白
鳥
」
か
ら
女
性
が
出
て
き
て
、

彼
女
を
か
か
え
て
中
へ
運
び
ま
し
た
。
私
は
あ
と
を
つ
い
て
行
き
、
彼
女

が
誰
な
の
か
を
調
べ
ま
し
た
。
被
告
人
が
出
て
来
て
、
自
分
の
妻
で
あ
る

と
言
い
ま
し
た
。
彼
女
は
皮
と
骨
し
か
な
く
、
飢
死
す
る
よ
う
に
み
え
た

の
で
、
「
妻
を
こ
の
よ
う
に
し
て
お
い
て
恥
づ
か
し
く
な
い
の
か
」
と
彼

に
言
い
ま
し
た
。
誰
か
が
こ
の
あ
わ
れ
な
女
性
に
ド
ラ
ム
を
与
え
た
の

で
、
彼
女
は
息
を
ふ
き
返
し
ま
し
た
。
彼
女
は
階
段
を
運
ば
れ
た
の
で
私

も
あ
と
を
つ
い
て
行
き
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
通
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
の
後
、
数
人
の
女
性
が
上
っ
て
行
っ
た
と
き
に
、
彼
女
達
の
あ

と
か
ら
屋
根
裏
部
屋
に
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
正
気
に
も
ど
っ
て
い
た

被
害
者
は
私
に
次
の
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。
「
ど
う
か
そ
ば
に
い
て
下
さ

い
。
冷
酷
に
扱
わ
れ
、
飢
死
し
て
し
ま
い
ま
す
。
」
私
は
三

0
分
ほ
ど
彼

女
の
と
こ
ろ
に
い
て
、
次
の
日
に
再
び
訪
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
被
害
者

「
チ
ー
ズ
の
塊
が
私
の
た
め
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
出
来
る
こ
と
な
ら

ば
食
べ
た
い
の
で
す
が
。
私
は
衰
弱
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
が
食
事
を
運
ん

取
る
た
め
に
ベ
ッ
ト
か
ら
出
な
け
れ
ば
、
私
は
飢
死
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。

は
っ
て
ド
ア
に
行
こ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
も
ど
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
一
晩
中
寒
さ
の
中
で
そ
こ
に
横
た
わ
ら
ざ
る
を

え
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
ら
は
冷
た
い
固
い
食
事
以
外
に
何
も
く
れ
ま
せ
ん

の
で
、
め
っ
た
に
食
事
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
水
が
ゆ
を
何
回
も

頼
み
ま
し
た
が
、
だ
め
で
し
た
。
彼
ら
は
わ
ず
か
な
火
や
ろ
う
そ
く
、
ベ
ッ

ト
の
シ
ー
ツ
さ
え
も
私
に
与
え
ま
せ
ん
。
私
が
寒
さ
で
死
に
つ
つ
あ
る
こ

と
を
彼
ら
は
わ
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
生
き
る
た
め
に
必
要
な
も
の
が

な
い
た
め
に
、
私
の
皮
膚
が
む
け
て
い
ま
す
。
」

そ
う
言
っ
て
、
彼
女
は
む
け
た
皮
膚
の
塊
を
私
に
み
せ
た
。
彼
女
の
体

の
肉
は
完
全
に
落
ち
て
お
り
、
私
は
肉
が
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
う
し
て
助
け
を
求
め
て
叫
ば
な
い
の
か
と

尋
ね
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
ら
、
被
告
人
が
や
っ
て
来
て

彼
女
を
鞭
で
打
ち
、
法
律
が
な
け
れ
ば
お
前
を
殺
し
て
い
る
ぞ
と
脅
か
す

と
言
い
ま
し
た
。
彼
女
は
こ
の
あ
と
一

0
日
な
い
し
―
一
日
間
は
ど
生
き

て
い
ま
し
た
。
私
は
毎
日
彼
女
に
会
い
に
行
き
ま
し
た
。
」

コ
ロ
ナ
ー
「
被
害
者
は
家
屋
の
上
に
登
っ
た
理
由
を
あ
な
た
に
話
し
ま

で
来
た
と
き
、
食
事
を
い
つ
も
ド
ア
の
す
ぐ
近
く
に
置
き
ま
す
。
そ
れ
を

は
次
の
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。

五
四
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か。」 証
人
「
飢
死
す
る
よ
り
も
こ
の
方
法
で
彼
女
の
生
涯
を
終
わ
ら
せ
る
方

が
よ
い
と
考
え
て
必
要
に
迫
ら
れ
て
そ
う
し
た
と
彼
女
は
言
い
ま
し
た
。
」

裁
判
官
「
彼
女
の
体
が
黒
づ
ん
で
い
た
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
転

証
人
「
私
は
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。
体
全
体
が
黒
づ
ん
で
い
ま
し
た
し
、

彼
女
が
ほ
か
に
傷
を
受
け
た
こ
と
を
私
は
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
」

裁
判
官
「
彼
女
は
チ
ー
ズ
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
る

よ
う
で
す
が
、
そ
の
チ
ー
ズ
は
食
べ
ら
れ
な
い
ほ
ど
固
か
っ
た
の
で
す

態
の
女
性
は
食
べ
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
」

裁
判
官
「
被
告
人
が
彼
女
を
こ
の
よ
う
に
扱
っ
た
理
由
を
彼
女
は
話
し

ま
し
た
か
。
」

裁
判
官
「
ど
の
く
ら
い
彼
女
は
こ
の
よ
う
に
監
禁
さ
れ
て
い
た
の
で
す

証
人
「
一
年
半
だ
と
彼
女
は
言
い
ま
し
た
。
」

裁
判
所
「
彼
女
の
説
明
が
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
か
。
」

女
は
言
い
ま
し
た
。
」

証
人
「
彼
女
が
わ
ず
か
な
不
動
産
を
売
る
の
を
拒
否
し
た
か
ら
だ
と
彼

証
人
「
お
そ
ら
く
、
健
康
な
男
性
は
食
べ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
衰
弱
状

か。」
彼
女
は
転
落
で
気
を
失
い
ま
し
た
が
、

一
五
分
ほ
ど
で
回
復
し
ま
し
た
。

落
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
は
な
い
の
で
す
か
。
」

し
た
か
。
」

裁
判
官
「
彼
女
は
正
常
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
か
。
」

証
人
「
は
い
。
疑
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
女
は
リ
ー
ク
治
安
判
事
の
前

裁
判
官
「
彼
女
の
供
述
書
が
あ
り
ま
す
か
。
」

罪
状
認
否
書
記
「
は
い
。
閣
下
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
」

裁
判
官
「
だ
れ
が
そ
れ
を
証
明
し
ま
す
か
。
」

証
人
「
閣
下
、
私
で
す
。
被
害
者
が
リ
ー
ク
治
安
判
事
の
前
で
尋
問
さ

れ
た
と
き
に
私
が
立
会
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
去
年
の
―
二
月
一
七
日
で

裁
判
官
「
彼
女
が
供
述
書
に
署
名
す
る
前
に
、
供
述
書
は
彼
女
に
読
み

返
さ
れ
ま
し
た
か
。
」

証
人
「
読
ま
れ
ま
し
た
。
閣
下
。
」

（
裁
判
所
の
書
記
に
よ
っ
て
、
被
害
者
の
次
の
よ
う
な
宣
誓
供
述
書
が

即
読
さ
れ
た
。
）

「
一
七
―
―
―
一
年
―
二
月
一
七
日
、
ミ
ド
ル
セ
ク
ス
州
の
陸
下
の
治
安
判

事
の
一
人
、

五
五

S
t
e
p
h
e
n
 
M
a
r
t
i
n
 
L
e
a
k
 
E
s
g
.
 
の
面
前
で
と
ら
れ
た
マ
イ
ル
エ
ン
ド
の

エ
ス
ク
ワ
イ
ア
、

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
マ
ー
チ
ン
・
リ
ー
ク

証
人
「
は
い
。
閣
下
。
」

が
そ
れ
に
署
名
す
る
の
を
み
ま
し
た
か
。
」

裁
判
官
「
こ
れ
を
み
な
さ
い
。
彼
女
の
筆
跡
で
す
か
。
あ
な
た
は
彼
女

す。」
で
尋
問
を
受
け
ま
し
た
。
」

証
人
「
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
女
は
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。
」
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―
二
月
一
六
日
ま
で

オ
ー
ル
ド
・
タ
ウ
ン
Mile,
 
E
n
d
 O
l
d
 T
o
w
n
の
織
布
エ
、

コ
ー
ベ
ッ
ト
・

ベ
ジ
ー
の
妻
、
メ
ア
リ
・
ベ
ジ
ー
の
宜
誓
供
述
書
。
彼
女
は
次
の
よ
う
に

供
述
し
た
。
彼
女
は
一
七
三

0
年
四
月
頃
、
ク
ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
病

院
か
ら
ミ
ド
ル
セ
ク
ス
州
マ
イ
ル
エ
ン
ド
の
オ
ー
ル
ド
・
タ
ウ
ン
に
あ
る

「
四
羽
の
白
鳥
」
と
い
う
名
の
下
宿
屋
に
住
む
彼
女
の
夫
、
コ
ー
ベ
ッ
ト
・

ベ
ジ
ー
の
と
こ
ろ
に
移
っ
た
。
そ
こ
で
彼
女
は
同
家
宅
の
屋
根
裏
部
屋
に

入
れ
ら
れ
、
ド
ア
の
外
部
で
施
錠
さ
れ
、

―
一
月
ま
で
監
禁
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
夫
の
許
可
を
得
て
一
週
間
ほ
ど
外
泊
し
た
が
、
家
に
も
ど
る
と
夫

に
よ
っ
て
彼
女
は
再
び
屋
根
裏
部
屋
に
入
れ
ら
れ
、

監
禁
さ
れ
た
。
こ
の
期
間
、
彼
女
は
冷
た
い
肉
、
時
に
は
カ
ビ
の
は
え
た

乾
い
た
パ
ン
と
冷
た
い
少
量
の
ビ
ー
ル
を
与
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
彼
女

は
病
気
の
た
め
に
そ
れ
ら
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
が

ド
ア
の
近
く
に
置
か
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
彼
女
は
そ
れ
を
取
る
た
め
に
手

と
膝
で
は
っ
て
行
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
明
か
り
も
火
も
常
に
な
く
、

暖
か
い
食
事
、
良
質
の
パ
ン
、
暖
か
い
ビ
ー
ル
、
時
に
は
水
が
ゆ
を
運
ん

で
く
れ
る
よ
う
に
夫
に
頼
ん
だ
が
、
彼
は
い
つ
も
拒
否
し
た
。
国
土
の
法

が
な
け
れ
ば
、
彼
は
彼
女
を
殺
す
と
何
回
も
彼
女
を
脅
か
し
た
。
彼
が
彼

女
を
上
記
の
よ
う
に
虐
待
し
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
彼
女
が
所
有
す
る
わ

ず
か
な
不
動
産
を
売
る
の
を
彼
女
が
拒
否
し
た
こ
と
に
あ
る
。
彼
女
は
以

前
助
け
を
求
め
て
窓
か
ら
隣
人
を
呼
ぼ
う
と
し
た
が
、
彼
女
が
言
う
に
は
、

そ
の
と
き
に
夫
が
馬
の
鞭
で
彼
女
を
打
っ
た
と
い
う
。
―
二
月
一
六
日
の

夕
方
、
彼
女
が
言
う
に
は
、
夫
が
パ
ン
を
持
っ
て
き
た
と
き
に
、
彼
女
は

水
が
ゆ
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
頼
ん
だ
が
拒
否
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
彼
女

は
ほ
と
ん
ど
飢
死
状
態
に
な
り
、
上
記
の
扱
い
を
受
け
て
人
生
に
疲
れ
、

屋
根
裏
部
屋
か
ら
出
て
人
生
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
公
道
に
転
落
し
た
。
」

次
に
、
上
級
治
安
官
h
i
g
h

c
o
n
s
t
a
b
l
e
が
訴
追
側
証
人
と
し
て
証
言
し
た
。
リ
ー
ク
治
安
判
事
の
命
令
で
事
件
を
調
査
し
、
夫
を
逮
捕

し
た
彼
も
、
被
害
者
か
ら
宣
誓
供
述
書
と
同
じ
説
明
を
受
け
た
こ
と
、
彼
女
が
宣
誓
供
述
書
に
署
名
し
た
と
き
に
立
会
い
、

(
3
)
 

を
覚
悟
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
完
全
に
判
断
力
が
あ
っ
た
」
と
証
言
し
た
。

直
接
主
義
を
原
則
と
す
る
公
判
で
あ
っ
て
も
、
公
判
に
出
廷
で
き
な
い
死
者
の
宣
誓
供
述
書
は
、
宣
誓
供
述
書
の
作
成
に
立
ち
会
っ
た

(
4
)
 

証
人
に
よ
っ
て
供
述
内
容
の
正
確
さ
が
公
判
で
証
言
さ
れ
れ
ば
、
適
法
な
証
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宣
誓
供
述
書
の
証

拠
力
は
裁
判
官
の
尋
問
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
救
助
後
に
被
害
者
を
見
舞
い
、
彼
女
か
ら
話
を
聞
い
た
彼
女
の
近
親
者
達
の

五
六

「
彼
女
は
死
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被
告
人
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
は
結
婚
し
て
二
年
後
か
ら
被
告
人
に
秘
密
に
家
財
や
金
銭
を
た
び
た
び
持
ち
出
し
、
夫
に
無
断
で

借
金
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
被
告
人
は
、
正
直
に
暮
ら
し
盗
み
を
し
な
い
こ
と
を
被
害
者
に
約
束
さ
せ
た
が
、
被
害
者
は
そ
の

約
束
を
何
度
も
破
っ
た
の
で
、
被
告
人
は
被
害
者
を
屋
根
裏
部
屋
に
監
禁
し
た
の
だ
と
い
う
。
地
域
社
会
に
お
け
る
被
害
者
の
悪
評
は
、

(
6
)
 

家
財
を
持
ち
出
し
家
出
し
た
被
害
者
の
捜
索
を
手
伝
っ
た
治
安
官
に
よ
っ
て
証
言
さ
れ
た
。
被
害
者
が
所
有
す
る
と
さ
れ
た
不
動
産
に
関

し
て
も
、
被
告
人
自
身
が
訴
追
側
証
人
と
し
て
証
言
し
た
被
害
者
の
近
親
者
に
対
す
る
反
対
尋
間
の
な
か
で
隠
さ
れ
た
別
の
事
実
を
明
ら

か
に
し
た
。
被
告
人
と
証
人
と
の
間
で
そ
の
不
動
産
を
証
人
に
譲
渡
す
る
交
渉
が
も
た
れ
、
被
害
者
を
扶
養
す
る
た
め
に
週
ニ
シ
リ
ン
グ

を
支
払
う
と
い
う
譲
渡
の
条
件
が
被
告
人
に
よ
っ
て
証
人
に
出
さ
れ
た
。
証
人
が
そ
の
費
用
を
工
面
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
交
渉
は
成
立

し
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
問
題
の
不
動
産
は
地
方
に
あ
り
、
証
人
と
は
別
の
近
親
者
が
そ
の
不
動
産
を
実
際
に
は
奪
取
し
て
い
る
こ
と

が
証
言
さ
れ
た
。
問
題
の
不
動
産
は
被
告
人
が
簡
単
に
売
買
で
き
る
状
態
に
な
い
の
で
あ
る
。

被
告
人
に
よ
る
被
害
者
へ
の
虐
待
に
関
し
て
は
、
下
宿
屋
の
女
主
人
が
被
告
人
に
よ
る
虐
待
を
否
認
す
る
証
人
と
し
て
証
言
し
た
。
彼

(
8
)
 

女
の
証
言
は
裁
判
官
の
尋
問
に
証
人
が
答
え
る
方
式
で
進
め
ら
れ
た
。
以
下
が
証
人
尋
問
の
主
要
な
部
分
で
あ
る
。

あ
っ
た
。

証
言
も
被
害
者
の
宣
誓
供
述
書
と
一
致
し
た
。

五
七

被
告
人
側
は
、
妻
が
不
動
産
を
売
る
の
を
拒
否
し
た
た
め
に
妻
を
監
禁
し
、
充
分
な
食
事
や
生
命
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な
も
の
を
与

え
ず
に
虐
待
し
、
飢
死
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
を
争
点
と
し
て
防
御
を
展
開
し
た
。
被
告
人
側
の
証
人
は
、
被
告
人
自
身
、
被
告
人
と
と

も
に
被
害
者
の
世
話
を
し
て
い
た
下
宿
屋
の
女
主
人
、
被
告
人
宅
を
た
び
た
び
訪
問
し
た
被
告
人
の
近
親
者
達
、
被
告
人
の
人
格
証
人
で
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て
は
い
ま
せ
ん
。
」

に
夕
食
用
に
出
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
で
す
。
」

す。」 裁
判
官
「
彼
の
部
屋
に
は
暖
炉
は
な
い
の
で
す
か
。
」

裁
判
官
「
被
害
者
は
ど
こ
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
か
。
」

証
人
「
屋
根
裏
部
屋
に
い
ま
し
た
。
」

裁
判
官
「
彼
女
は
ど
の
く
ら
い
そ
こ
に
住
ん
で
い
ま
し
た
か
。
」

証
人
「
約
一
年
半
で
す
。
」

裁
判
官
「
彼
女
は
外
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
」

証
人
「
彼
女
が
求
め
た
と
き
に
外
出
し
ま
し
た
。
彼
女
は
一
回
し
か
求

め
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ド
ア
は
通
常
は
錠
を
か
け
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
誰
か
が
彼
女
に
会
い
に
来
た
と
き
は
入
れ
ま
す
。
」

裁
判
官
「
錠
は
ド
ア
の
外
側
に
あ
り
ま
し
た
か
。
」

証
人
「
は
い
。
」

裁
判
官
「
誰
が
錠
を
保
管
し
た
の
で
す
か
。
」

証
人
「
被
告
人
が
い
つ
も
保
管
し
ま
し
た
が
、
ド
ア
の
中
に
置
か
れ
た

こ
と
も
時
々
あ
り
ま
す
。
」

裁
判
官
「
被
害
者
は
ど
ん
な
食
事
を
と
っ
て
い
た
の
で
す
か
。
」

証
人
「
他
の
家
族
と
全
く
同
じ
も
の
で
す
。
牛
肉
、
豚
肉
、
魚
、
さ
ら

裁
判
官
「
被
害
者
が
食
べ
る
と
き
、
そ
れ
は
暖
か
か
っ
た
の
か
そ
れ
と

も
冷
た
か
っ
た
の
で
す
か
。
」

証
人
「
暖
か
い
こ
と
も
あ
れ
ば
、
冷
た
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
私
達
自

身
が
食
べ
る
も
の
と
全
く
同
じ
で
す
。
私
達
は
毎
日
新
鮮
な
肉
を
調
理
し

裁
判
官
「
ど
ん
な
寝
具
が
彼
女
に
与
え
ら
れ
た
の
で
す
か
。
」

証
人
「
良
質
の
羽
ぶ
と
ん
の
ベ
ッ
ト
、
三
枚
の
良
質
の
毛
布
、
緑
色
の

カ
バ
ー
、
木
綿
の
シ
ー
ツ
な
ど
で
す
。
」

裁
判
官
「
ど
の
く
ら
い
洗
濯
し
た
の
で
す
か
。
」

証
人
「
月
に
一
回
ほ
ど
洗
濯
し
ま
し
た
。
」

裁
判
官
「
部
屋
に
は
火
ま
た
は
ロ
ー
ソ
ク
が
あ
り
ま
し
た
か
。
」

証
人
「
は
い
。
」

裁
判
所
「
い
つ
で
す
か
。
」

証
人
「
彼
女
が
窓
か
ら
飛
び
降
り
た
あ
と
で
す
。
そ
の
前
は
何
も
あ
り

ま
せ
ん
。
」

裁
判
官
「
彼
女
が
火
を
頼
ん
だ
こ
と
は
一
度
も
な
い
の
で
す
か
。
」

証
人
「
彼
女
が
私
に
頼
ん
だ
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
暖
炉

が
あ
る
と
こ
ろ
で
彼
女
を
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
」

裁
判
官
「
被
告
人
は
彼
女
と
同
じ
部
屋
に
泊
ま
り
ま
し
た
か
。
」

証
人
「
い
い
え
。
」

証
人
「
そ
れ
は
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
」

裁
判
官
「
誰
が
彼
女
に
食
事
を
運
ん
だ
の
で
す
か
。
」

証
人
「
私
が
運
ぶ
こ
と
が
あ
れ
ば
、
被
告
人
が
運
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま

裁
判
官
「
あ
な
た
が
食
事
を
運
ん
だ
と
き
、
被
害
者
は
立
ち
上
が
っ
た

五
八
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証
人
「
一
日
に
一
回
で
す
。
」

裁
判
官
「
あ
な
た
は
食
事
を
ど
こ
に
置
き
ま
し
た
か
。
」

証
人
「
ベ
ッ
ト
の
そ
ば
の
椅
子
に
置
き
ま
し
た
。
」

裁
判
所
「
ド
ア
の
内
側
の
地
面
に
置
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」

証
人
「
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
食
事
を
い
つ
も
ベ
ッ
ト
の
そ
ば
に

置
き
ま
し
た
。
」

裁
判
官
「
彼
女
が
水
が
ゆ
の
パ
ン
も
し
く
は
暖
か
い
ビ
ー
ル
を
頼
ん
だ

こ
と
は
な
い
の
で
す
か
。
」

裁
判
官
「
ど
れ
く
ら
い
か
、

証
人
「
彼
女
が
頼
ん
だ
と
き
に
は
、
私
は
そ
れ
を
与
え
て
い
ま
す
。
」

一
回
か
二
回
か
。
」

証
人
「
一
回
や
二
回
以
上
で
す
。
」

裁
判
官
「
あ
な
た
は
ど
れ
く
ら
い
彼
女
を
見
に
行
っ
た
の
か
。
」

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
官
に
よ
る
証
人
尋
問
を
通
し
て
、
訴
追
側
証
人
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
事
実
と
異
な
る
事
実
が
被
告
人
側
の
証
人
に

よ
っ
て
証
言
さ
れ
た
。
裁
判
官
に
よ
る
証
人
尋
問
は
女
主
人
の
証
言
を
補
強
す
る
他
の
被
告
人
側
の
証
人
に
対
し
て
も
行
わ
れ
た
。
裁
判

官
の
尋
問
に
よ
っ
て
彼
ら
の
証
言
の
信
用
性
が
確
か
め
ら
れ
た
が
、
な
か
に
は
裁
判
官
の
尋
問
に
よ
っ
て
証
言
の
不
正
確
さ
が
曝
露
さ
れ

た
証
人
も
い
る
。
公
判
の
最
後
に
、
被
害
者
が
救
助
さ
れ
た
後
に
被
害
者
を
治
療
し
、
被
害
者
の
死
亡
後
に
検
視
解
剖
を
し
た
医
者
が
証

人
と
し
て
出
廷
し
、
被
害
者
の
死
因
に
つ
い
て
証
言
し
た
。

証
人
「
彼
女
は
い
つ
も
ベ
ッ
ト
に
い
ま
し
た
。
」

の
か
、
そ
れ
と
も
ベ
ッ
ト
に
い
ま
し
た
か
。
」

五
九

証
人
「
週
七
シ
リ
ン
グ
を
私
に
支
払
っ
た
か
ら
で
す
。
」

ん
だ
の
で
す
か
。
」

裁
判
官
「
な
ん
で
被
告
人
は
自
分
自
身
と
彼
女
の
食
事
を
あ
な
た
に
頼

裁
判
官
「
食
事
が
足
り
な
い
こ
と
で
、
彼
女
は
何
か
不
平
を
言
っ
て
ま

し
た
か
。
」

証
人
「
私
に
対
し
て
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

裁
判
官
「
彼
女
が
あ
な
た
の
家
に
来
た
と
き
、
彼
女
の
健
康
状
態
は
ど

う
で
し
た
か
。
」

証
人
「
非
常
に
衰
弱
し
て
い
て
、
消
耗
し
て
お
り
、
肺
を
患
っ
て
い
る

よ
う
で
し
た
。
」

裁
判
官
「
彼
女
は
ず
っ
と
こ
の
よ
う
な
状
態
で
し
た
か
。
」

証
人
「
私
は
彼
女
が
死
ん
だ
と
き
よ
り
も
ふ
と
っ
た
彼
女
を
み
た
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
。
」
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ス
カ
ー
リ

M
r
.
S
c
u
r
r
y
 (
外
科
医
）
「
彼
女
が
転
落
し
た
次
の
日
に
、
私

は
彼
女
を
往
診
す
る
た
め
に
行
き
ま
し
た
。
打
撲
傷
も
し
く
は
骨
折
、
あ

る
い
は
そ
れ
に
類
似
す
る
も
の
は
何
も
み
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
被
害
者

は
呼
吸
が
苦
し
く
、
咳
を
し
て
お
り
、
嘔
吐
し
た
り
し
て
体
調
不
良
で
し

た
。
非
常
に
弱
々
し
く
、
肺
を
患
っ
て
い
て
異
常
に
や
せ
衰
え
て
い
ま
し

た
。
私
は
彼
女
に
パ
ン
が
ゆ
と
薄
い
食
事
を
注
文
し
ま
し
た
。
（
彼
女
の

死
後
、
）
私
が
彼
女
を
切
開
し
た
と
き
、
私
は
彼
女
の
肺
が
非
常
に
衰
弱

し
て
い
て
、
左
側
に
癒
着
が
あ
る
の
を
発
見
し
ま
し
た
。
肺
病
で
癒
着
、

肺
の
衰
弱
、
全
体
的
な
衰
弱
を
み
つ
け
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
が
肺
病
の
一
般
的
特
徴
だ
か
ら
で
す
。
」

裁
判
官
「
充
分
な
生
活
を
し
て
い
て
、
生
命
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な

も
の
が
与
え
ら
れ
た
肺
病
患
者
に
も
こ
の
よ
う
な
徴
候
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
と
あ
な
た
は
思
い
ま
す
か
。
」

ス
カ
ー
リ
「
は
い
。
」

コ
ー
ル
ダ
ム

Mr.
C
o
l
d
h
a
m
 (
外
科
医
）
「
私
は
被
害
者
の
身
体
が
切

開
さ
れ
る
の
に
立
会
い
ま
し
た
。
彼
女
の
肺
は
ぼ
ろ
ぽ
ろ
で
、
左
側
に
癒

た。」
着
が
あ
り
ま
し
た
。
彼
女
は
喘
息
と
肺
病
で
死
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
」

裁
判
官
「
も
し
も
彼
女
が
肺
病
を
患
っ
て
お
ら
ず
、
新
鮮
な
空
気
を
与

え
ら
れ
ず
、
適
切
な
滋
養
物
を
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
飢
死
し
た

に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
彼
女
の
肺
に
同
じ
結
果
が
生
じ
る
と
思
い
ま
す

か。」

し
か
し
、
当

コ
ー
ル
ダ
ム
「
い
い
え
、
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。
私
は
欠
乏
で
死
ん
だ

人
の
身
体
を
調
べ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
身
体
は
や
つ
れ
て
い
る
と
し

て
も
、
肺
は
完
全
な
状
態
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
」

マ
ッ
ケ
ニ
イ

M
r
.
M
a
c
k
e
n
n
y
 (
外
科
医
）
「
私
は
ス
カ
ー
リ
氏
と
と
も

に
彼
女
の
身
体
を
調
べ
ま
し
た
が
、
彼
女
は
喘
息
で
死
ん
だ
こ
と
で
彼
の

所
見
と
私
の
所
見
は
一
致
し
て
い
ま
す
。
」

ス
カ
ー
リ
「
私
は
彼
女
が
飢
死
さ
せ
ら
れ
よ
う
と
し
た
と
い
う
話
を
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
真
実
な
の
か
と
彼
女
に
尋
ね
ま
し
た
。
彼
女

は
食
事
を
取
っ
て
い
ま
す
が
、
監
禁
状
態
に
不
満
で
あ
る
と
言
い
ま
し

陪
審
の
評
決
は
無
罪
で
あ
っ
た
。
医
者
の
証
言
の
重
み
を
考
え
れ
ば
、

無
罪
評
決
は
当
然
の
結
果
と
言
え
な
く
は
な
い
。

時
は
全
て
の
殺
人
に
害
意
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
殺
人
事
件
で
は
謀
殺
で
正
式
起
訴
す
る
の
が
通
常
で
あ
っ
た
。
謀
殺
で
な

い
諸
状
況
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
官
に
よ
る
証
人
尋
問
と
被
告
人
自
身
に
よ
る
証
人
尋
問
に
よ
っ
て
そ
れ
を
公
判
の
場
で
立
証
す
る

六
〇
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六

こ
の
事
件
で
は
、
八
人
の
訴
追
側
証
人
と
一
七
人
の
被
告
人
側
証
人
、
そ
し
て
三
人
の
専
門
家
証
人
（
外
科
医
）
が
証
言
し
た
。

0• 

B. 

S
.
P
.
 を
み
る
限
り
、
裁
判
官
の
尋
問
を
受
け
た
証
人
は
、
訴
追
側
で
は
四
人
、
被
告
人
側
で
は
四
人
、
そ
し
て
―
―
一
人
の
専
門
家
証
人
で

あ
る
。
裁
判
官
の
尋
問
も
短
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
応
答
方
式
の
長
い
も
の
も
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
重
要
証
人
に
対
す
る
証
人
尋
問
は
被

告
人
自
身
よ
り
も
裁
判
官
の
方
が
中
心
で
あ
っ
た
。
被
害
者
の
証
言
を
も
と
に
謀
殺
を
証
言
す
る
訴
追
側
証
人
、
被
害
者
が
生
前
に
署
名

し
た
宣
誓
供
述
書
、
被
告
人
側
で
は
虐
待
の
事
実
そ
の
も
の
を
否
認
す
る
下
宿
屋
の
女
主
人
、
下
宿
屋
の
女
主
人
の
証
言
を
補
強
す
る
証

人
達
、
そ
し
て
被
害
者
を
検
視
し
た
外
科
医
達
に
対
し
て
裁
判
官
が
尋
問
し
た
。
謀
殺
で
な
い
諸
状
況
を
認
定
す
る
陪
審
の
側
か
ら
み
れ

ば
、
裁
判
官
の
尋
問
を
受
け
た
証
人
の
証
言
の
方
が
裁
判
官
の
尋
問
を
受
け
な
い
そ
れ
よ
り
も
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
数

の
証
人
が
証
言
し
た
事
件
で
は
、
裁
判
官
に
よ
る
証
人
尋
問
は
、
陪
審
が
事
実
認
定
に
あ
た
っ
て
重
視
す
る
べ
き
証
言
を
示
す
裁
判
官
か

ら
陪
審
に
向
け
ら
れ
た
合
図
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
代
の
陪
審
は
受
動
的
な
事
実
認
定
者
で
は
な
い
。

尋
問
者
と
し
て
の
裁
判
官
の
役
割
が
重
視
さ
れ
る
も
う
ひ
と
つ
の
事
件
は
共
犯
者
が
犯
罪
を
証
明
す
る
訴
追
側
の
重
要
証
人
と
な
る
事

件
で
あ
る
。
職
業
的
犯
罪
者
の
集
団
に
よ
る
公
道
強
盗
事
件
や
不
法
目
的
家
宅
侵
入
事
件
で
は
、
逮
捕
さ
れ
た
犯
罪
者
達
の
う
ち
の
一
人

(12) 

が
訴
追
免
除
を
条
件
に
訴
追
側
証
人
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
こ
の
種
の
犯
罪
は
夜
間
に
短
時
間
で
実
行
さ
れ
、
犯
罪
者
自
身
も
顔
を
み
ら

れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
被
害
者
や
目
撃
者
の
証
言
は
不
明
確
な
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
、
共
犯
者
が
訴
追
者
と
し
て
犯
罪
の
計
画

と
実
行
、
そ
し
て
逮
捕
に
至
る
ま
で
を
詳
細
に
証
言
し
、
さ
ら
に
逮
捕
後
に
共
犯
者
が
任
意
に
証
人
と
な
っ
た
こ
と
を
証
言
す
る
。
被
害

者
と
目
撃
者
は
、
む
し
ろ
共
犯
者
証
人
の
証
言
を
補
強
す
る
証
人
と
し
て
証
言
し
た
。
こ
こ
で
の
目
撃
者
証
人
は
、
犯
罪
現
場
で
の
目
撃

者
証
人
だ
け
で
な
く
、
共
犯
者
の
証
言
全
体
の
証
明
に
か
か
わ
る
証
人
達
で
あ
る
。
被
害
者
や
目
撃
者
の
断
片
的
な
証
言
を
共
犯
者
の
証

(13) 

言
全
体
の
信
用
性
を
補
う
方
向
で
尋
問
す
る
の
が
裁
判
官
の
役
割
で
あ
っ
た
。

(10) 

の
が
公
判
の
目
的
で
あ
っ
た
。
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7
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(
l
)
 
0
 .B
.
S
.
P
.
 に
裁
判
官
の
指
示
や
説
ホ
が
記
録
さ
れ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
裁
判
官
が
指
示
評
決
に
よ
っ
て
無
罪
評
決
を
陪
審
に
求
め
た
り

(0.

B
.
 S. P. 
(
S
e
p
t
.
 1
7
3
2
)
,
 
(
J
u
n
e
 
1
7
3
3
)
,
 
(
J
u
l
y
 
1
7
3
5
)
)
、
非
巫
判
見
目
が
“
四
]
0
シ
リ
ン
グ
で
賠
宝
齊
が
右
品
非
と
認
定
す
れ
ば
死
刑
と
な
る
と
説
示
し
た
り

(
D
e
c
.

1
7
3
2
)
、
訴
追
者
に
刑
事
で
な
く
民
事
の
救
済
を
指
ホ
し
た
り

(
F
e
b
.
1
7
3
6
)
、
裁
判
官
の
指
示
や
説
示
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
官
の
指
示
で
特
に
多

い
の
は
、
無
罪
の
被
告
人
に
正
式
起
訴
状
の
コ
ピ
ー
を
手
渡
す
と
い
う
指
示
で
あ
る
。
正
式
起
訴
状
の
コ
ピ
ー
は
、
被
告
人
が
訴
追
者
に
損
害
賠
償
を
求

め
る
不
法
行
為
訴
訟
t
o
r
t

a
c
t
i
o
n
を
提
起
す
る
と
き
に
証
拠
と
し
て
使
わ
れ
た
。
し
か
し
、
悪
意
訴
追
m
a
l
i
c
i
o
u
s

p
r
o
s
e
c
u
t
i
o
n
を
理
由
と
す
る
不
法

行
為
訴
訟
に
対
し
て
、
裁
判
官
は
常
に
積
極
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
犯
罪
訴
追
が
私
人
訴
追
に
依
存
す
る
現
実
の
な
か
で
こ
の
種
の
訴
訟
が
犯
罪
訴

追
を
低
下
さ
せ
る
と
い
う
懸
念
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

D
.
H
a
y
,
 P
r
o
s
e
c
u
t
i
o
n
 
a
n
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 P
o
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P
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u
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拙
稿
「
一
七
―
―
1
0
年
代
の
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ

Ibid., 
p. 4
6
.
 

Ibid., 
p. 4
 7. 

Ibid., 
p. 46. 

Ibid. ｀
 
p
.
4
7
.
 

Ibid., 
p
p
.
 5
0
 |
 51. 

罪
評
決
が
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、

す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、

(
-
―
-
）
」
（
香
川
法
学
第
十
九
巻
第
二
号

共
犯
者
の
証
言
に
対
す
る
補
強
証
拠
の
必
要
性
と
い
う
証
拠
法
の
要
請
に
も
と
づ
き
、

(14) 

に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
事
実
と
証
明
さ
れ
な
い
事
実
を
証
人
尋
問
に
よ
っ
て
糾
明
し
た
。

共
犯
者
証
人
の
証
言
の
信
用
性
を
確
か
め
る
の
が
裁
判
官
の
役
割
で
あ
っ
た
。

(15) 

今
度
は
共
犯
者
自
身
が
訴
追
さ
れ
た
。

一
九
九
九
年
）

ニ
ニ
頁
。

共
犯
者
の
証
言
に
よ
っ
て
有

共
犯
者
証
人
は
訴
追
を
免
れ
た
い
た
め
に
偽
証

裁
判
官
は
共
犯
者
の
証
言
の
な
か
で
補
強
証
拠

＇ ノ‘
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六

(10)

拙
稿
「
前
掲
論
文
(
-
)
」
（
香
川
法
学
第
十
八
巻
第
一
号
一
九
九
八
年
）
一
八
九
頁
。

(11)

こ
の
事
件
で
は
、
あ
る
陪
審
員
が
被
告
人
側
の
証
人
で
あ
る
下
宿
屋
の
女
主
人
に
次
の
よ
う
な
質
問
を
す
る
よ
う
に
裁
判
官
に
求
め
た
。
「
被
害
者
が

治
安
判
事
の
前
で
調
壺
さ
れ
た
と
き
に
、
女
主
人
が
立
会
っ
た
の
か
ど
う
か
を
女
主
人
に
尋
ね
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。
」
証
人
の
返
答
は
「
立
会
っ
て

い
ま
せ
ん
」
で
あ
っ
た

(Ibid.,
p. 50.)

。
陪
審
員
に
よ
る
証
人
へ
の
質
問
は
多
く
は
な
い
が
、
一
七
一
―
1
0
年
代
の
0
.
B
.
S
.
P
.
 に
記
録
さ
れ
て
い
る

(
0• 

B. 

S. P. J
u
l
y
 1
7
3
5
,
 D
e
c
.
 1
7
3
5
)
。
牌
E
寧
面
が
竺
評
出
い
レ
J

レ
J

J

b

に
因
心
劫
ゲ
を
却
巫
判
芯
目
に
暉
宍
願
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る

(
F
e
b
.
1
7
3
2
,
J
u
l
y
 1
7
3
5
)
。
こ
の
よ
う
に
陪
審
は

受
動
的
な
事
実
認
定
者
で
は
な
い
。

(12)

拙
稿
「
前
掲
論
文
（
三
）
」
（
香
川
法
学
第
十
九
巻
第
二
号
一
九
九
九
年
）
四
一
ー
四
七
頁
。

(13)

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
ラ
ウ
ン

W
i
l
l
i
a
m
B
r
o
w
n
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク

J
o
s
e
p
h
W
h
i
t
l
o
c
k
事
件
は
、
四
人
に
よ
る
不
法
目
的
家
宅
侵
入
事
件
で

あ
る
。
共
犯
者
証
人
が
四
人
（
一
人
は
未
逮
捕
）
に
よ
る
犯
罪
の
計
画
と
実
行
、
そ
し
て
逮
捕
さ
れ
て
証
人
と
な
る
ま
で
を
証
言
し
た
。
被
害
者
を
含
む

訴
追
側
証
人
達
は
共
犯
者
の
証
言
全
体
を
部
分
的
に
証
明
す
る
た
め
に
証
言
し
た
。
訴
追
側
の
各
証
人
達
の
断
片
的
な
証
言
が
全
体
と
し
て
共
犯
者
の
証

言
の
信
用
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
裁
判
官
の
尋
問
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
陪
審
は
一
一
人
の
被
告
人
に
有
罪
評
決
を
認
定
し
た

(
0• 
B
.
 S. P. D
e
c
.
 

1733,)
。

(14)

ジ
ョ
ン
・
ケ
ン
プ

J
o
h
n
K
e
m
p
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
エ
ル
ム
ス

S
a
m
u
e
l
E
l
m
s
、
イ
シ
ュ
マ
エ
ル
・
テ
ィ
ラ
ー

I
s
h
m
a
e
l
T
a
y
l
o
r
事
件
は
四
人
で
実
行

さ
れ
た
公
道
強
盗
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
共
犯
者
証
人
と
な
っ
た
一
人
が
四
人
に
よ
る
犯
罪
の
計
画
と
実
行
を
詳
細
に
証
言
し
た
。
し
か
し
、
被

害
者
達
は
共
犯
者
証
人
と
三
人
の
被
告
人
の
う
ち
の
一
人
だ
け
を
犯
行
現
場
で
目
撃
し
た
と
証
言
し
、
他
の
二
人
に
つ
い
て
は
全
く
目
撃
し
て
い
な
い
と

証
言
し
た
。
共
犯
者
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
後
者
の
二
人
は
見
張
り
の
た
め
に
前
者
の
二
人
と
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
お
り
、
被
害
者
達
に
よ
っ
て
目
撃
さ

れ
な
か
っ
た
だ
け
だ
と
い
う
。
裁
判
官
は
、
四
人
に
よ
る
犯
行
と
主
張
す
る
共
犯
者
の
証
言
を
共
犯
者
証
人
へ
の
尋
問
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
確
認
し
た
。

さ
ら
に
、
被
害
者
達
に
対
し
て
も
、
二
人
し
か
目
撃
し
て
い
な
い
の
か
ど
う
か
を
尋
問
し
た
が
、
被
害
者
達
は
一
一
人
し
か
目
撃
し
て
い
な
い
こ
と
を
繰
り

返
し
証
言
し
た
。
共
犯
者
の
証
言
は
、
被
害
者
達
の
証
言
に
よ
っ
て
二
人
に
対
し
て
は
補
強
さ
れ
た
が
、
他
の
二
人
に
対
し
て
は
補
強
さ
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
陪
審
は
こ
の
事
件
の
評
議
に
二
時
間
を
費
や
し
た
が
、
犯
行
を
目
撃
さ
れ
た
一
人
は
有
罪
、
他
の
一
一
人
は
無
罪
の
評
決
を
認
定
し
た

(
0
.
B
.
S
.
 

P. 
(
A
p
r
.
 1
7
3
3
)
,
 
p
p
.
 1
0
7
 |
l
l
o
)

。

(15)

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ワ
ー
ド

W
i
l
l
i
a
m

H
o
w
a
r
d
は
、
共
犯
者
証
人
と
し
て
、
二
つ
の
不
法
目
的
家
宅
侵
入
事
件
で
三
人
の
被
告
人
を
訴
追
し
た
。
し
か

し
、
陪
審
の
評
決
は
一
―
一
人
と
も
無
罪
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
今
度
は
ハ
ワ
ー
ド
自
身
が
別
の
不
法
目
的
家
宅
侵
入
事
件
で
正
式
起
訴
さ
れ
た
。
陪
審
は

有
罪
評
決
を
認
定
し
、
死
刑
が
宣
告
さ
れ
た
。
共
犯
者
が
訴
追
を
免
除
さ
れ
る
共
犯
者
証
人
と
し
て
治
安
判
事
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
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共
犯
者
が
か
か
わ
っ
た
全
て
の
事
件
で
自
白
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
、
有
罪
評
決
に
失
敗
し
た
共
犯
者
証
人
を
別
の
事
件
で
訴
追
す
る
こ
と
は
容

易
で
あ
っ
た
。

0.
B. S. P. 
(July 1
7
3
4
)
 
p. 1
6
1
 ̀

 
I
b
i
d
.
,
 
(
S
e
p
t
.
 1
7
3
4
)
 
p. 1
8
5
.
 

六
四

（
未
完
）
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